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ểḰ טּ  
 

ṕểṖ  

本市の最上位計画であり、将来のまちの姿を描く基本構想は、昭和 45年度以降、これまで６

次に渡って策定し、計画に基づきながらまちづくりを進めてきました。 

平成27年度に策定した平成28年度から令和７年度までを計画期間とする「歌志内市総合計画

（第６次基本構想）」では、将来の人口規模を想定したコンパクトな住宅市街地の形成に取り組

み、義務教育学校である歌志内学園の開校や子育て支援の充実など、基本理念である「みんなで

創る笑顔あふれるまち」の実現を目指したまちづくりを行ってきました。 

「歌志内市総合計画（第６次基本構想）」の策定から10年が経過するなかで、人口減少・高齢

化がさらに進行し、令和２年に人口は3,000人を下回るとともに、高齢化率は道内自治体のなか

で最も高い５割超えとなっています。 

また、コロナ禍によって、観光入込客が減少するなど経済が低迷する一方で、コロナ禍を契機

として、テレワークの普及や、小中学校における児童・生徒への1人一台端末の整備など、デジ

タル化が進展し、暮らし方が変化しています。 

新たな「歌志内市総合計画（以下、「本計画」という。）」は、これからの10年に起こりうる社

会の変化に対応しながら、市民・行政が共有するまちづくりの指針として策定します。 

 

 

ṕỄṖ ḱוֹ  

本計画は、行政運営の最も基本となる計画で、本市のまち

づくりは全て本計画に沿って行われます。 

本計画は、「基本構想」、「基本計画」によって構成され、

本計画に基づく「実施計画」により事業が行われます。 

 

 

 

ˮṁ   ˢ ͓ⱳṁ   ˣ˯  

本市が目標とする、まちの将来の姿を描き、実現に向けた基本的な方針を示すものです。 

期間は、令和８年度から令和17年度までの10年間とします。 

ˮṁ ὓᵊ˯ 

基本構想を実現するため、本市が今後 10年間で取り組むべき必要な施策や方向性を分野別に

体系化するものです。 

基本計画の期間は、施策の優先度を踏まえた短期的な方針を示すことから５年間とし、前期が

令和８年度から令和12年度まで、後期が令和13年度から令和17年度までとします。 

ˮם☼ὓᵊ˯ 

基本計画に示された施策について、事業の具体的な内容を明らかにし、毎年度の予算編成の指

針となるものです。 

期間は３年間とし、毎年度事業の評価を行い、改善・見直し等を図りながら策定します。 
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ṕễṖ  

本計画では、以下のように段階的に市民意見等を整理・反映しながら、策定しています。 
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4 

ỄḰ שּ  
 

ṕểṖ  

 

 

本市は、北海道のほぼ中央、石狩平野の東北端に位置し、総面積は55.95㎢を有します。地勢

はおおむね急峻で、行政区域の約75％を山林が占める自然豊かな環境であり、神威岳（標高467

ｍ）はスキー場が整備され、雲海も見られることから、本市のシンボルとなっています。 

気候は内陸型で、四季の変化に富み美しい自然を織りなしています。年間降雪量は約10ｍに達

します。 

本市から10km圏内においては、滝川市、赤平市、砂川市と複数の事業所集積地があり、本市

の自然豊かな環境に居住し、市外へ通勤する市民が多くいます。 

また、狭あいな山間を東西に貫流するペンケ歌志内川の両岸の僅かな平坦地に、この河川と並

行して道道赤平奈井江線が通じており、市街地はこれに沿って帯状に形成されています。 

市内の観光施設や公共施設の一部は、スイス風の建築デザインを取り入れており、山あいの自

然と調和したスイス風の景観が形成されています。 
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本市は、明治30年の歌志内村開基以来、石炭産業とともに発展、昭和15年に町制を、昭和33

年には市制を施行しました。 

しかし、昭和 30年代後半から始まった世界的なエネルギー革命の影響を受け、炭鉱の閉山が

相次ぎ、労働人口の流出に拍車がかかり人口が激減、平成７年に市内最後の炭鉱が閉山しました。 

その後は、露頭掘りによる石炭生産を行ってきましたが、令和８年に掘削を終了します。 

これらの石炭の歴史を後世に伝えていくため、令和７年に「旧上歌会館（悲別ロマン座）」が日

本遺産「炭鉄港」の構成文化財に追加認定されました。 

 

 

本市の人口は、昭和 23（1948）年の常住人口調査における 46,171人をピークに右肩下がりを

続け、令和2（2020）年は2,989人とピーク時の９割減で、日本で一番人口が少ない「日本一小さ

な市」となっています。 

国立社会保障・人口問題研究所（以下、「社人研」という。）の推計によると、人口減少はさら

に進み、令和32（2050）年には1,000人を下回る838人になると推計されています。 
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Ḳ2020ṕ ỄṖ ṕ Ṗ 2025ṕ ỉṖ  

 

また、令和２（2020）年の高齢化率（65歳以上）は53.3％であり、道内自治体で最も高くな

っています。 

社人研の推計では、高齢者数は令和32（2050）年には579人まで減少するものの、高齢化率

は69％まで増加するとされています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ḳ2020ṕ ỄṖ ṕ Ṗ 2025ṕ ỉṖ  

24,745 

14,028 

17,137 

16,299 

33,254 

42,080 

40,954 

36,621 

38,002 

27,744 

19,334 

11,778 

10,178 

9,612 

8,279 

6,867 

5,941 

5,221 

4,387 

3,585 

2,989 

2,443 

2,021 

1,662 

1,343 

1,072 
838 

192019251930193519401945195019551960196519701975198019851990199520002005201020152020202520302035204020452050

( ∞¥ )

ǞǻǾ

986 1,082 1,046 1,126 1,198 
1,334 

1,502 
1,618 

1,799 
1,939 1,921 

1,808 
1,672 

1,592 
1,353 1,169 

980 
832 704 

579 

3% 3% 4% 6%
10% 13%

16%

20%
26%

33%
37%

41%
47%

53% 55% 58% 59% 62%
66%

69%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

È טּ ÉÈ É
טּ



Ḱ  

 

6 

 

産業別人口の構成をみると、令和２年で第３次産業が 72.5％を占め、次いで第２次産業が

25.4％、第１次産業はわずか1.8％です。 

第３次産業は医療・福祉や公務関係の割合が高く、第２次産業は建設業、卸売業・小売業、製

造業の割合が高くなっています。 

直近20年間での推移をみると、生産年齢人口の減少に合わせて各産業人口も減少しています。

各産業構成比は、平成17年以降概ね横ばいで推移しています。 

就業人口の従業地推移をみると、平成 27年以降市内就業人口より市外就業人口が上回ってお

り、令和２年は市内が565人（49.1％）、市外は583人（50.7％）となっています。 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ḳ ṕ Ṗ             Ḳ ṕ Ṗ 

 

観光入込客数をみると、平成25年度の724千人をピークに減少をはじめ、コロナ禍となった

令和元年度には平成25年度の約1/4まで減少しました。 

令和２年度以降は回復傾向で、令和５年度は 212千人となりましたが、コロナ禍前の平成 30

年度の約2/3に留まっています。 

隣接市町と比較すると、砂川市の令和５年度は1,475千人と本市に比べて約1,300千人上回っ

ているとともに、赤平市はコロナ禍以後、本市をわずかに上回っている状況となっています。 
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住宅所有関係別世帯数の状況をみると、主世帯のうち昭和45（1970）年では給与住宅が66.0％

で最も高く、持ち家は19.0％、公営借家は4.9％であったのに対して、令和２（2020）年は公営

借家が51.3％で最も高く、持ち家は46.8％、給与住宅は0.8％となっており、50年間で構成が大

幅に変化しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ḳ ṕ Ṗ 

 

令和２年の公営借家率51.3％は、全道で最も高く、本市

のみ半数を超えています。また、公営借家率が高い自治体

は、旧産炭地や人口が少ない自治体となっています。 

一方で民営借家率は 1.1％と、全道では初山別村に次い

で低くなっているなど、公営住宅がまちづくりにおいて非

常に重要な役割を担っています。 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ḳ Ễ ṕ Ṗ  
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直近10箇年の歳入・歳出の推移をみると、平成29年度を除き、歳入・歳出とも40～52億円

前後で推移しています。 

地方公共団体の財政力を示す指数である財政力指数をみると、令和５年度は、0.10であり、道

内市町村平均である 0.27を下回るとともに、中空知管内では最も低く、財政状況は厳しい状況

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ḳ ṕ Ṗ 

 

歳入内訳の推移をみると、自主財源である市税は２億円程度と少額で推移し、財源の多くは地

方交付税と国・道支出金に大きく依存しています。一方で歳出内訳の推移をみると、普通建設事

業費が年度により金額が異なる他は横ばいで推移しています。 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

Ḳ ṕ Ṗ 

 

平成14年度以降の地方債残高の推移をみると、平成17年度の90億円を境に減少を続け、令

和５年度は 27億円となっていますが、基幹産業がなく人口減少が進む本市では、安定的な税収

が得られない状況が続くものと予測され、今後も、歳入規模に見合った歳出構造を維持しながら、

持続可能な財政運営に努めていく必要があります。 
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וֹ

 
 

 

ӽτΣΪϥ` ʾ ᶨ  

自身や地域の人々の幸福度・

満足度（10（とても幸せ・とて

も満足）から０（とても不幸・と

ても不満）の11段階）の平均値

は、自分自身の幸福度が6.3、近

所の人々の幸福度が6.0、暮らし

ている地域の暮らしの満足度が

6.0となっており、いずれも5.0

を上回っています。 

 

Ϙκτḩβϥ︠ḢʾẁḢ ᴣ 

まちに関する主観・客観評価をみると、

主観評価の方が客観評価より評価が高く、

医療・福祉、子育て、初等・中等教育な

ど 12項目で主観評価が客観評価を上回

っています。 

まちに関する主観・客観評価を散布図

でみると、主観評価が低く、客観評価が

高い項目は、多様性と寛容性となってい

ます。 

また、主観・客観評価がともに低い項

目は、雇用・所得、事業創造、教育機会

の豊かさ、移動・交通、都市景観となっ

ています。 

 

︣ ḱ ṕ ḲỆ Ṗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
※主観評価は、市民アンケート結果に基づき、５段階評価を点数化（満足（非常にあてはまる）100、まあ満足（ある程

度あてはまる）75、ふつう（どちらとも言えない）50、やや不満（あまりあてはまらない）25、不満（全くあてはまら

ない）0）し平均点を計上。なお、「買物・飲食」、「遊び・娯楽」、「デジタル生活」、「自然景観」は、該当する設問が無

いため除外している。  

※客観評価は、デジタル庁が公表している市町村別に偏差値化されたオープンデータを使用している。  
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ṕỄṖ  

まちづくりの評価や意向を把握するため、市民や歌志内学園生徒（以下、「学園生徒」という。）

を対象にアンケートを実施しました。 

 

 

歌志内市の住み心地満足度は、満足傾向（「満足」と「まあ満足」の合計）が 32.6％、不満傾

向（「やや不満」と「不満」の合計）は28.5％であり、満足傾向が不満傾向を4.1ポイント上回っ

ています。 

令和元年度に実施した調査結果（以下、「R1調査」という。）と比較すると、満足傾向は7.9ポ

イント増加、不満傾向は12.1ポイント減少しており、満足度が高くなっています。 

また、学園生徒アンケートでは、市民アンケート結果と比較すると、満足傾向が26.2ポイント

上回るとともに、「不満傾向」は16.7ポイント下回っています。 
 

ṕR1 Ṗ             ṕ Ṗ      

 

 

 

 

 

 

ךּ כֿ ṕ Ṗṕ Ṗ 

歌志内市の良いところ（特徴）

（複数回答）は、「自然の豊かさ」

が 55.7％で最も高く唯一半数を超

えています。以下、「スキー・温泉・

雲海などの観光」が34.2％、「高齢

者福祉の充実さ」が 21.6％などと

なっています。 

年齢別にみると、30歳代～50歳

代では、「自然の豊かさ」に次いで

「子育て支援の充実さ」が高くな

っています。 

 

 

今後の居住意向については、約６割が市内への居住意向を持っている一方で、約２割が市外へ

の転居を考えています。 

R1調査と比較すると、市内への居住意向が10.8ポイント減少している一方で、「わからない」

は8.3ポイント増加しており、安心して住み続けられる環境が求められています。 
 

ṕR1 Ṗ 
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וֹ

 
 

ṕễṖ ḱ ︡  

本市の特性や市民の意向などに加えて、脱炭素社会の実現に向けた対応や、コロナ禍を契機に

急速に進んだデジタル化など、社会や暮らしが大きく変化しています。 

今後のまちづくりにおいては、時代の潮流を的確に捉えて対応していくことが求められます。 

 

ṕSDGsṖḱ  

2015（平成27）年９月の国連総会で採択された「持続可能な開発目標（SDGs）」は、「誰一人

取り残さない」社会の実現を目指し、17ゴールで構成されており、達成に向けて行動することが

求められています。 

令和元年度に策定した「歌志内市総合計画後期基本計画」では、「持続可能な開発目標（SDGs）」

と連携して施策に取り組んできました。 

また、本市では2050（令和32）年までに二酸化炭素排出量実質ゼロにする「ゼロカーボンシ

ティ宣言」を表明しており、これらの対応に向けたまちづくりの展開を進めることが求められて

います。 

 

ḱ וֹ  

地球温暖化に伴う気候変動による自然災害が全国各地で頻発しています。 

本市の市街地内には、洪水浸水想定区域や土砂災害警戒区域等の災害想定区域が指定されてお

り、災害の激甚化への対策が急務となっています。 

本市では、まちづくりのコンパクト化を進めていますが、今後のまちづくりにおいては、防災・

減災対策と連携したコンパクト化を図っていくことが重要となっています。 

 

 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大も背景に、テレワークの進展など各場面において急速な

デジタル化が進行しています。 

国では、目指すべき「Society 5.0（ソサエティ ゴー・テン・ゼロ）」の未来社会像を「持続可

能性と強靭性を備え、国民の安全と安心を確保するとともに、一人ひとりが多様な幸せ（Well-

Being）を実現できる社会」と表現しています。 

今後も、社会経済全体が不可逆な流れとしてデジタル化へ移行するなかで、交通、医療、行政

等、さまざまな場面でDX（デジタル・トランスフォーメーション）を進めることが不可欠です。 

本市は、高齢者が多く暮らしていますが、高齢者も含めて市民がより快適に暮らせるためのデ

ジタル活用を積極的に取り入れていくことが重要となっています。 

 

 

日本に旅行などで訪れる外国人は増加しており、今後は本市にも観光で来訪する外国人が増加

する可能性があります。 

また、日本国内で働く外国人が今後さらに増加していくことが予測されているなかで、多文化

共生の取り組みが必要となることが考えられます。 
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ṕỆṖ 10 שּ וֹ  

本市は「日本一小さな市」であり、道内で最も高齢化率が高い自治体です。 

今後 10年のまちづくりに向けては、人口減少・高齢化においても、安定的な都市経営を目指

す「持続可能性を見据えたまちづくり」と、市民が幸福に暮らすことができる「地域幸福度（Well-

Being）の向上」の２つを基本的な方向として進めていきます。 

 

נּ שּ  

ЀрОϼЕᴟχ ˢІЫ˔ЕЄвзрϼˢ ˣx χ  

本市ではこれまで、コンパクトなまち（コンパクトシティ）に向けて市営住宅を中心とした住

宅市街地の集約化や、小中学校を統合した義務教育学校の開校などを進めてきました。 

市の財政は、人口減少に伴う税収減少によって、さらにひっ迫することが懸念されるとともに、

人口密度の低下によってインフラの維持管理コストが増大する可能性があります。 

今後は、これまで以上に計画的かつ迅速な対応によるコンパクト化を進めていく必要があり、

公共施設等の複合化・集約化や広域連携、市営住宅の計画的な移転集約化など、市民の協力を得

ながらのスマートシュリンク（戦略的集約）が重要となります。 

スマートシュリンクは、生活環境や地域コミュニティの維持にも不可欠であり、スマートシュ

リンクによって、地域の幸福度の維持・向上へとつながるといえます。 
 

И˔ЇϬ ϘΠθ◓Ӿο◦כχὋ  

アンケート調査による今後の居住意向について、30歳代以下は「住み続けたいと思う」または

「市内の他の地域へ移りたい」より「いずれは他の市町村に移りたい」または「すぐにでも他の

市町村へ移りたい」が上回っている状況であり、今後もこれまでの充実した子育て支援施策など

は継続する一方で、更なる定住対策が重要となっています。 
 

ᴰ◗ χ χ ρ σ  

豊かな自然、充実した子育て支援・きめ細やかな教育環境など歌志内市の魅力とともに、働く

場に対する不安等を軽減するため、本市の立地を生かした通勤圏の良さ等、本市での生活の魅力

を解きほぐし創造したうえで、市外へ分かりやすく発信していくことが重要です。 

現在では、SNSなどを活用した情報発信が幅広く浸透しており、行政だけでなく市民一人ひと

りが本市の魅力をさまざまな手法で継続的に発信していくことも重要です。 

 

ṕWell-BeingṖ  

◕ χ ϣΰϞβήʾ` ḇχ Ẑ 

人口減少下においては、人口減少対策に重点を置くだけではなく、人口が減少していくなかに

おいても、市民一人ひとりが幸福度（Well-Being）の高いまちの実現を目指すとともに、その持

続可能性を高めていくことが、より一層重要となっています。 

幸福度を高めるためには、健康や雇用・所得、多様性等に関する意識醸成など具体的な取り組

みを進めていくことが求められます。 
 

Ẹ τϢϥϘκξΨϤ 

高齢者人口が生産年齢人口を上回っている本市においては、既存の福祉サービスのみならず高

齢者も含めて互いに協力して助け合う「共助」がより一層重要となっています。 

そのためには、市民ニーズに沿った新たな市民運営による組織の設立など、町内会等既存の枠

組みを超えた市民の意識醸成と人材の確保、行政のサポート等、市民と行政の協働によるまちづ

くりを行うことが必要となっています。  
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וֹ

 
 

ᵊ ᵸᶝᶀᶍ  ɛ

ᶎᶞᶲᶉ ᴾᵬᶦᵥᶈᵥᴿᶆᶃᶉᵫᶪ ᵡᶔᶫᶪᶝᶀ 

ễḰ ︣  
 

ṕểṖ ṥ ︣ Ṧ 

平成 27年度に策定した「歌志内市総合計画（第６次基本構想）」では、「みんなで創る笑顔あ

ふれるまち」を目指すべきまちの姿（基本理念）として取り組んできました。 

今後 10年のまちづくりを進めるにあたって、市民アンケートにおける将来の歌志内市のイメ

ージとしてふさわしいと考えるものでは、「すべての人が安心して暮らせる福祉のまち」が最も

高く、安心して暮らし続けられる環境の形成が求められています。 

また、学園生徒アンケートでの将来のまちの姿を一言で表すキャッチフレーズ（将来像）や、

まちづくり市民会議におけるまちづくりの将来像では、「心豊か」、「笑顔」といったフレーズがみ

られ、日々の生活から幸福感に満ちることが大切であるといえます。 

 

人口減少が進み、高齢化率が半数を超えるなかで、働く世代が社会・地域をサポートするこれ

までの構造では、社会・地域コミュニティの維持が困難になりつつあります。 

このような状況においても、誰もが安心して暮らし続けられるまちを形成するため、市民一人

ひとりがそれぞれ自分らしく、主役となって“協同”して“協働”しながら、笑顔あふれ、幸せを実

感でき、ウェルビーイング（Well-Being）が向上するようなまちづくりを目指し、基本理念【目

指すまちの姿】を「主役はみんな “きょうどう”でつながる 笑顔あふれるまち」とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ṕỄṖ  

基本理念【目指すまちの姿】を実現するために、４つの基本目標を定めます。 

 

Ŧ ↨ ǚ ǝǱǔ 

市民の安全・安心を確保することは、市政の基本です。 

人口減少と高齢化が進行していくなかで、これまで進めてきたまちのコンパクト化をさらに推

進し、将来に渡って持続可能なまちを形成します。 

そのためには、スマートシュリンク（戦略的集約）のもと、インフラ・公共施設の負担抑制や、

防災・減災に資する、効果的・戦略的なコンパクト化を進め、誰もが安全に安心して暮らし続け

られるまちづくりを目指します。 

財政面においては、本市の規模に見合った、選択と集中による財政運営を進めることが必要で

す。 

人口減少に伴う地方交付税の減額を見通して、限られた財源と人員による効率的な行財政運営

に努めます。 
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ŧ ǚ ȅ ǋǾǱǔ 

高齢化率が半数を超え、働く世代が少なくなるなかで、町内会・自治会の運営や、事業者・行

政が担っていたサービスなど、既存の枠組みでの運営維持が困難になりつつあります。 

今後は、「自分たちのまちは自分たちでつくっていく」という意識のもと、既存の枠組みを超

えた新たな地域運営組織の設立など、市民が互いに助け合いながら、まちづくりを主体的に行う

ことが重要であり、市民・行政はこれまで以上に連携して、ともに行動していきます。 

また、誰もがゆとりと生きがいを持ち、安心して健康的な日常生活を送りながら、市民一人ひ

とりの幸福度が向上するよう、保健・医療・介護・福祉が連携して、地域に根ざした社会福祉体

制の充実に取り組みます。 

 

 

Ũ ƵǨǿ ǞǗǝǃǱǔ 

歌志内で生まれ育っていく子どもたちは、次世代に繋ぐ財産です。また、誰もが生き生きと暮

らすことができるよう、互いの人権を尊重し、その個性と能力を十分に発揮できる社会を目指し

ます。 

そのために、自然豊かな環境で、安心して子どもを産み育てられる環境づくりとそのための支

援を行うとともに、都会では機会の少ない歌志内ならではの体験学習や、義務教育学校の特色を

活かしたカリキュラムなど、子どもたちそれぞれの個性や能力にあった教育環境の充実を進めま

す。 

また、ダイバーシティの視点に立って市民一人ひとりが心豊かな生活が営めるよう、環境の整

備や、主体的に学び続けることができる学習機会、交流の促進を図る文化活動やスポーツ活動の

充実を進めるとともに、男女共同参画社会の実現や、グローバル化へ対応するための啓発活動に

取り組みます。 

 

 

ũ ȅ╔ǲ ƻǾǱǔ 

本市には、自然豊かな環境や充実した移住定住支援、歌志内の立地を生かした通勤圏の良さと

いった住環境としての魅力や、自然を活かしたかもい岳スキー場や神威岳山頂から望む雲海、チ

ロルの湯のほか、これまでの本市の発展を支えた炭鉱の歴史を伝える旧上歌会館（悲別ロマン座）

や郷土館などの観光資源などがあります。 

これら歌志内の特色を活かして、多くの人を外から呼び込み、人の流れを発展させて、移住定

住や交流・関係人口がもたらす経済効果を生み出すことが必要です。 

そのためには、市民・事業者・行政が継続的に歌志内の良さを発信するシティプロモーション

を進めます。 

また、生活支援サービスなどの向上につながるデジタルの活用を進めることにより、誰もが安

心して暮らし続けられる環境の整備を進めるとともに、市内産業の振興、起業等への支援など、

地域に根ざした産業の育成を図ります。 
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וֹ

 
 

ṕễṖ  

将来の目標人口においては、「歌志内市総合戦略」に示す人口ビジョンにて設定します。 

目標人口は、2040（令和22）年で約1,500人、2060（令和42）年で約900人とし、社人研準

拠推計から、それぞれ約200人、約400人の人口減少抑制を図ることとします。 

目標人口の達成に向けては、本計画及び「歌志内市総合戦略」が連携して取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ḳ ễ ṕ Ṗ 
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ṕỆṖ  

 

 

市街地の人口密度は、1995

（平成７）年では、中村地区を

除き 30人/ha以上でしたが、

2020（令和２）年は、東光地

区を除き30人/haを下回ると

ともに、本町から中村地区に

かけては 10～20人/ha未満

となっています。 

社人研推計に基づく 2050

（令和 32）年の人口密度は、

東光地区が 10～20人/ha未

満、文珠地区が５～10人/ha

未満で、それ以外は５人/ha未

満と低密度化が予測されてい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ṇ ṕ Ṗ  

本市では、これまでもまちのコンパクト化を進め、令和４年には、コンパクトなまちづくりを

進めるための方針や施策を定める「歌志内市立地適正化計画」が策定され、居住誘導区域が設定

されました。 

居住誘導区域外には、土砂災害特別警戒区域や浸水深の深い洪水浸水区域が想定されている箇

所もあり、本市の住宅で過半を占める市営住宅を中心として、スマートシュリンク（戦略的集約）

によるコンパクト化を進めます。 

当面は、居住誘導区域外に立地する市営住宅を中心に居住誘導区域内への集約を進めます。 

将来的には、本町地区と文珠地区の二地区へさらにコンパクト化を進めます。 

Ḳ Ễ ṕ Ṗ 

V3ṕR2 Ṗṕ Ṗ 

1995 

2020 

2050 
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וֹ

 
 

ṇ ṕ Ṗ  

 

Ṯ ṯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Ṯ ṯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

כֿ  ・住宅地としての抑制を図ります。 

・日本遺産「炭鉄港」の構成文化財である旧上歌会館（悲別ロマン座）を中心とした

観光や、自然・農業を活かしたまちづくりを進めます。 

 

 

כֿ  

・東光から歌神地区については、市営住宅を中心とした住宅地の集約化を進めます。 

・本町地区にはコミュニティセンター、郵便局、金融施設といった都市機能施設が立

地していることから、これらを生活拠点としての機能維持を図るとともに、行政機

能については、将来を見据え移転・各種機能の複合化を含め検討を進めます。 

・歌神地区については、神威岳の自然環境を活かし観光と連携した景観形成を進めます。 

≡  ・医療・福祉施設が立地していることから、医療拠点として交通ネットワークを確保

します。 

・住宅地については、市営住宅を中心に道道赤平奈井江線沿いへ集約化を進めます。 

 ・宿泊・観光施設を観光・交流拠点として周辺の景観形成を図るとともに、宿泊施設

に隣接する文珠地区の既存福祉施設等も含めて市内外の利用増を見据えた機能の

多機能化を進めます。 

・住宅地については、市営住宅を中心に道道赤平奈井江線沿いへ集約化を進めます。 

 ・子育て機能及び教育機能を集約した子育て・教育拠点としつつ、将来を見据えた他

の行政機能の集約化を含め検討を進めます。 

・周辺の公的不動産未利用地を活用するなど、良好な住宅地としての形成を進めます。   
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├ ☼├  ṁ ☼├ 

子育て支援・幼児教育 

学校教育 

１．出産・子育て支援の充実 

２．学校教育の推進 

社会教育・生涯学習 

文化・芸術・スポーツ 

男女共同参画 

多文化共生・国際交流・非核平和 

１．生涯学習の推進 

２．文化・芸術・スポーツの振興 

３．男女共同参画の推進 

４．グローバル社会の実現 

土地利用・景観・公共施設・市営住宅 

道路・公共交通・除雪・上下水道・公園・墓地 

広域行政・行政事務の効率化 

地球温暖化防止・環境衛生・自然環境保全 

行財政運営 

１．まちのコンパクト化 

３．都市基盤の整備 

４．効果的・効率的な行政運営 

２．脱炭素社会の推進 

５．健全な財政運営 

防災・危機管理・国土強靭化 

防犯・交通安全・消費生活・鳥獣対策 

火災予防・消防・救急 

１．防災体制の整備 

３．安全な市民生活の整備 

２．消防・救急体制の充実 

大学との連携・地域おこし協力隊・市民交流 

協働・住民参加・市民ボランティア 

市民参画 

地域福祉・地域コミュニティ・町内会 

３．交流・関係人口の拡大 

１．地域運営の体制づくり 

４．行政の市民参画 

２．コミュニティ活動の推進 

健康 

地域医療 

障がい者福祉 

低所得者福祉・国保・年金 

高齢者福祉・介護 

１．健康づくりの活性化 

２．医療体制の確保 

４．障がい者福祉の推進 

５．社会保障制度の適正な運用 

３．高齢者福祉の充実 

観光業・炭鉄港 

企業誘致・商業・鉱工業・農林業 

雇用・労働環境 

１．観光産業の振興 

２．産業の創出と振興 

３．雇用環境の充実 

移住定住・住宅・空き家 

情報通信基盤・デジタル化 

情報発信・広聴 

１．移住定住の促進 

２．デジタル社会の構築 

３．シティプロモーションの推進 

͍ʽІЫ̝ ЕЄвзрϼ

τϢϥ 

ϘκξΨϤ 

͎ʽӗ σ ϣΰϬ

◦Πϥ    

ϘκξΨϤ 

͍ʽẸ π◦Π›Ξ

ϘκξΨϤ 

͎ʽὲῴπӗ ΰο

ϣδϥ   

ϘκξΨϤ 

͍ʽϙϭσπ   

◓ςϜϬӾϚ     

ϘκξΨϤ 

͎ʽ χ ΤήϬ 

‰ϛϥ     

ϘκξΨϤ 

͍ʽ Κϥ▀ỘϬ

βϥ   

ϘκξΨϤ 

͎ʽ ωϦϥʾ 

ϙ ΪθΜ 

ϘκξΨϤ 
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ṕỄṖ וֹ נּ  

本計画では、目指すまちの姿から逆算して、実現するために必要であり長期的に実行していく

べき施策を幅広く考えていく「バックキャスティング」による施策を検討し、目指すまちの姿の

実現に向けたまちづくりを進めます。 

一方、これまで取り組んできた施策など、具体的な事業展開が可能な施策は、フォアキャステ

ィングによって進めていき、バックキャスティングとフォアキャスティングの両輪による効果

的・計画的なまちづくりを目指します。 

 

שּ ṇ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後 10年においては、市民と協働でまちづくりを進めることが大切であることから、各基本

施策には、“市民等が取り組むこと”を示します。 

後述する分野別計画の各基本施策における「主な施策事業」では、この考え方を踏まえて以下

のように区分しています。 

 

ṡ Ṣ ṇ  

 

 

  
重点プロジェクト： Ⱬ 

ǊǙ 

ǽ ǳǆǛ 

ӡֿכ ɇȢȨºɀɒɜ¤ טּ Ǟ ǘǀ  ╓

Ƿ ƾǼ ǿǒ ȅǚǀǾǓǄ ╓ Ǟ Ǌ  ǡ

ȅ ǴǒȜɜȺȘȱּטȅ ǊǱǌ¡ 

Ӣ ☺ טּ Ǟ ǘǀ  ǝ ȅ Ǌ  ǝ ȅ

ƷǝƿǼ ☺ ǡ┐ Ǟ ǴǱǌ¡ 

ǒǞ 

ǽ ǳǆǛ 

ӡ┌ ȅ ǚ Ǌ  È כֿ ¤ ꞉

Éǡ┌ Ǟ ǽ ǲǱǌ¡ 

Ӣ ǞƽǄǾ ȅ ǒǞ Ǌ  ȅ ǊǱǌ¡ 
  

ƿ 

ǽ ǳǆǛ 

ӡ ȅ Ǌǒ טּ ☺ ȅ ǌǾǒǴ  ǡ┌ ƻ

ǞǗƷǙǇ ƷǒǓǀ Ǉ ƷǒǓǀǱǌ¡ 

Ӣ ǡ Ǌǒ ǞǢ  ǫ ǊǱǊǺƹ¡ 

 

20 ῇ 

χ 
 

 

ᾝ∕Τϣ 

ήϦϥ 

 

 

ᾝ ∕ 

НАϼϺаІГϰрϽ 
̰ ϬṞ τᾝ∕ϞϥϓΦⱧϬ―Πϥ︣  

[ θτ︡Ϥ Ϛάρ] 

Т϶ϯϺаІГϰрϽ 
̰ᾝ∕ϬṞ τ Ϭ βϥ︣  

[Ὃ ΰο︡Ϥ Ϛάρ] 

 
Ô ǊǙ ǽ ǳǆǛÕ
Ǣ ȾȒȋȖɌȢȯȌɜș
Ǟ ǘǂ  

 
Ô ǒǞ ǽ ǳǆǛÕ
Ǣ ȹȬȘȖɌȢȯȌɜș
Ǟ ǘǂ  

 
Ô ƿ ǽ ǳǆǛÕ
Ǣ  ǡǱǔǘǂǽǞ
ƽǄǾ  

 
Ǜ╗ Ǟ ǴǾ

Ô ɀɖȡȐȘȱÈ ÉÕ 
ȅ ƾǽǷǌǂ  
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וֹ

 
 

ỄḰ  
本計画における重点プロジェクトは、将来人口の目標達成に向けて重点的に取り組むための施

策を示した「第３期歌志内市総合戦略」と整合を図り、分野の異なる施策や事業を一体的に行う

ことで総合的な成果をあげることを目指します。 

前期基本計画の計画期間である令和12年度までにおいて、「第３期歌志内市総合戦略」の施策

の柱である次の４つを「重点プロジェクト」として位置づけ、推進していきます。 

 

 

ể ︡ שּ  

きめ細やかで少人数に対する子育て支援や教育環境を形成するとともに、市内企業・団体等が

連携して「働きがい」と「働きやすさ」の確保に向けた取り組みを進め、若者・女性に選ばれる

まちづくりを進めます。 

また、学校教育や生涯学習等において、本市の魅力を積極的に発信し、本市に愛着を持ち、活

躍する人材の育成を図ります。 

一方で、人口減少に合わせて、まちをコンパクト化し、子どもから高齢者まで誰もが安心して

暮らし続けられる生活環境の維持を図りながら、高齢化が進み、働き手が不足するなかで、既存

の町内会等の枠組みを超えた、市民同士が互いに助け合う、新たな地域運営組織の構築と地域の

サービス拠点の形成を図り、共助による住み続けられるまちづくりを進めます。 

 

ểṡ ︡ שּ Ṣ ḱ  

ǝ    ￼  

ӡ ȓɜɓºɘɜǡ ╔Ǚ¤

╔ ǡ  

Ǟ ǌǾ ǡ Ʒ ╔Ǚ¤ ╔

ǡ  

Ũ 1- 1 1- 2 

ǚ Ǌǒ ╔Ǚ¤ ╔ ⱱ Ũ 1- 1 

Ӣ ƵǾ ǀ ¤ ǡ

 

¤ ǝ Ǟ ǣǿǾ ǀ

¤ ǡ  

Ŧ 1- 4 

Ũ 2- 3 

ũ 1- 2, 1- 3 

╓ǚ ǌǾ ǡ╔  Ũ 1- 2 

ӣ ↨ ¤↨ ǝ ǡ 

 

ǱǔǡȜɜȺȘȱּט Ŧ 

1- 1, 2- 1, 2- 3 

ũ 2- 1 

Ǟ Ǆǒ ⱱǡ Ǜ  Ŧ 1- 1 

ũ 2- 1 

ȞºȼȢǡ┐ ¤  Ŧ 1- 3 

ŧ 2- 2 2- 3 

Ӥ ╓ ǡ  ╓◖☺ ǡ  ŧ 1- 1 

╓ǡȞºȼȢ ǘǂǽ ŧ 1- 1 

Ũ 2- 1 
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Ễ ּת  

本市は、道内有数の観光地である札幌市、旭川市、富良野市のほぼ中間に位置するという優位

性を持つとともに、道内観光客が近年増加していることを鑑みながら、本市への観光客誘導に向

けた取り組みをより一層進めていきます。 

また、地域資源や、特産品の高付加価値化を図ることによって、地域資源の域内循環による稼

ぐ力をつけて、産業の活性化を図ります。 

 

Ễṡ תּ Ṣ ḱ  

ǝ    ￼  

ӡ ╓ ȅ ƾǊǒ

ǡ לּנּ  טּ

ȞºȼȢ ǡ לּנּ -ũ 1 טּ 1,1 - 2 

╓ ȅ ƾǊǒ ¤ ǡ נּ

לּ  טּ

Ŧ 1- 5 

ũ 1- 2 

¤ ǝǜ ╓ ȅ ƾǊ

ǒ  

ũ 1- 1 

ǫǡ ⱱ -ũ 1 טּ 2 

סּ ȑȶɔȗºǡ  ũ 1- 2 

 

 

 

ễ ḭ נּ לּ שּ  

本市では、これまで若者・子育て世代の移住促進に向けて、多様な支援策を行ってきました。

今後も、若者・子育て世代が必要とする支援を十分に行い、更なる移住促進を図ります。 

また、地域おこし協力隊を最大限活用し、人材の確保と任期終了後の定住に向けた関係構築を

図ります。 

人口減少下においても、さまざまな場面で大学生等色々な方と関わることは、地域の活力の向

上が図られるとともに、本市との関わりが将来の移住につながる可能性もあることから、関係人

口の創出・拡大に向けた取り組みを推進します。 

 

ễṡ ḭ נּ לּ שּ Ṣ ḱ 

 

ǝ    ￼  

ӡ ┌ ǡ ǝǾ  ┌ ǡ -ũ 2 טּ 1 

┌ Ǟ ǌǾ ⱱ ũ 2- 1 

╓ƽǆǊ ǡ  ŧ 1- 3 

ũ 2- 1 

Ӣ ǡ ¤  Ǜǡ  ŧ 1- 3 

ǝ ǡ  ŧ 1- 3 

ũ 2- 2 

╓ ǡ  ŧ 1- 3 

ũ 2- 1 

ȅּס ǌǾטּ ǲǡ  ŧ 1- 3 
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וֹ

 
 

Ệ ּש  

デジタル社会が進展するなかで、さまざまな情報先へ多様な媒体を活用した情報発信を積極的

に行うとともに、デジタル技術の活用による市民生活サービスの向上を図ります。 

人口減少が進み、財政がひっ迫するなかで、持続可能な都市経営に向けて、今後もさまざまな

分野での広域連携、官民連携、大学との連携協定等を推進します。 

 

Ệṡ שּ Ṣ ḱ  

ǝ    ￼  

ӡ ȰȡȨɔǝǜǡ  ȰȡȨɔȅ Ǌǒ ǡ  ũ טּ

1- 1, 2- 2,2- 3 

ȞºȼȢǡȰȡȨɔ  ũ 2- 2 

ȰȡȨɔ ǡ Ǟ Ǆǒ  ũ 

2- 1, 2- 2,2 - 3 

Ӣ ǝ ǡ  ǝ ╓ ǡ  Ŧ 1- 4 

¤ ǡ  Ŧ 1- 3 

ŧ 1- 3 
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ễḰ  
 

ể  

ểḰ ṇ שּ  
 

ểṨểḰ  

 

 

ṕểṖ  

○ 現在の住宅市街地は、かつて幾つもあった炭鉱時代の集落形成を引き継いでいることから東

西に分散しています。人口が激減した現在にあっては、厳しい財政状況のもと、以前の人口規

模を前提とした住宅市街地の維持は困難であり、今後の住生活に影響を与える懸念があります。

このため、今後は人口減少に伴い過剰となった市営住宅の再編・集約化を中心に、住宅や公共

施設を地区ごとに集約し、コンパクトな市街地の形成を推進しなければなりません。 

○ 旧ＪＲ歌志内線跡地を整備したサイクリングロード沿いを活用し、市民参加の桜並木植栽が

行われ、本市を散策してもらえるスポットとして景観の向上に努めてきました。 

○ 公共施設等の管理については、歌志内市公共施設等総合管理計画により総合的かつ計画的な

管理を行いつつ、今後の利用状況等を勘案し、長期的な視点に立った統廃合を実施する必要が

あります。 

○ 未使用となっている公共施設は老朽化が進み、環境衛生・安全面を含め今後の課題となって

います。 

○ 庁舎は、老朽化が進んでおり、建替や大規模改修を検討する必要があるとともに、低い土地

に立地しており、過去に大雨による浸水被害を受けていることから、災害対応の拠点として、

被災リスクを抑えるため、移転を検討する必要があります。 

 

ṕỄṖ  

˲◕ ϯрϾ˔Е˳ 

〇 公的住宅は他に比べて満足度が特に低く、

重要度が特に高いことから、早期の対応が

求められます。 

〇 都市計画・土地利用は前回から満足度が

高くなっているものの、他に比べて特に低

く、施策の充実が求められます。 

˲ϘκξΨϤ◕ ᵓṳ˳ 

〇 「子どもも高齢者も誰もが歌志内に住み

続けてもらうためのまちづくりについて必

要な取組」の方向性の一つに「コスパのよい

まちづくり」が挙げられました。 

 

  

Ʒ

Ʒ

Ʒ Ʒ

50.3

66.8

Ø ¤ Ù

31∞

16∞
(39 )

Ø Ù

33∞

ŭ∞
(39 )

R7  

R1  
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וֹ

 
 

ṕễṖ ṕ  Ṗךּ

○ 道道赤平奈井江線の沿線に形成された市街地のスリム化を図ります。 

○ 今後も必要に応じて桜並木の維持・補修を行いながら、景観の向上に努めます。 

○ 施設を統廃合することによるコンパクト化を進め、今後の維持管理経費の節減に繋げます。 

 

ṕỆṖ  

重点プロジェクト： Ⱬ 

ǊǙ 

ǽ ǳǆǛ 

ӡֿכ ɇȢȨºɀɒɜ¤ טּ Ǟ ǘǀ  ╓

Ƿ ƾǼ ǿǒ ȅǚǀǾǓǄ ╓ Ǟ Ǌ  ǡ

ȅ ǴǒȜɜȺȘȱּטȅ ǊǱǌ¡ 

Ӣ ☺ טּ Ǟ ǘǀ  ǝ ȅ Ǌ  ǝ ȅ

ƷǝƿǼ ☺ ǡ┐ Ǟ ǴǱǌ¡ 

ӣ ☺ ǡ ǞƵǒǖǙǢ  ⱲƷǞ∞ ǌǾ ǡǻƷ ȅ

Ǌ  ǝ ǡ┐ Ǟ ǴǱǌ¡ 

Ӥ ȅ Ǌǒ טּ ☺ Ǣ Ǌ  Ǟ ȅ ǴǱǌ¡ 

ӥ ǡȜɜȺȘȱּטǞ Ǆǒ ǡ ǲ ƻ ⱱǞǗƷǙ ǊǱǌ¡ 

Ӧ ☺ ǞǙ   ƿƷ     ╔Ǚ ǛǡɈȬȘȢ

ȜɈɎȴȯȌǡ Ǟ Ǆ  ȅ ǴǱǌ¡ 

ӧ ǡ Ǜטּ Ǟ Ⱨ ǡ Ǌȅ Ʒ  ǵƿ Ǟ ǚǀǾ↨

¤↨ ǝ ⱧǘǂǽǞ ǴǱǌ¡ 

Өֿכ ǡ ƾǝ ȅ ƾǊǒ ȅ ǊǱǌ¡ 

өȞȍȘɓɜșɖºȲⱲƷǡ ǡ┐   ǞǻǾⱲ ǡ ȅ Ʒ

ǝƿǼ ǘǂǽȅ ǊǱǌ¡ 

Ӫ ǞǗƷǙ  ȴºȣǞⱲǖǒ ȅ ǴǱǌ¡ 

ӫ Ƿ ƿ ǱǾ ǆǜǵ ╓ ȤɜȨº  ǡ♯ ȜɈɎȴȯ

ȌȤɜȨºǞǗƷǙǢ  ǛǝǾ ȅ ƾǊǒ ǘǂǽȅ ǴǱǌ¡ 

Ӭ ǫǡטּ ꞌ Ǧ ǛǊǙǡ ǝǜ  ǡƵǽ ǞǗƷǙ

ǊǱǌ¡ 

ǒǞ 

ǽ ǳǆǛ 

ӡ┌ ȅ ǚ Ǌ  È כֿ ¤ ꞉

Éǡ┌ Ǟ ǽ ǲǱǌ¡ 

Ӣ ǞƽǄǾ ȅ ǒǞ Ǌ  ȅ ǊǱǌ¡ 
  

ƿ 

ǽ ǳǆǛ 

ӡ ȅ Ǌǒ טּ ☺ ȅ ǌǾǒǴ  ǡ┌ ƻ

ǞǗƷǙǇ ƷǒǓǀ Ǉ ƷǒǓǀǱǌ¡ 

Ӣ ǡ Ǌǒ ǞǢ  ǫ ǊǱǊǺƹ¡ 

 

ṕệṖ  

וֹ  È ū É È 17 É 

╓ ǡ  16.6 /haÈR2) 9.9 /ha 

☺ ǡ  

( /( - קּ ))  

8.7% 

È57 /(1,126 - 472 )É 
5.0ð 

Ǌǒטּ ☺ ǡ  196 ÈH28 R6 )   376 ÈR8 R15 É 

☺ ( ☺ טּ )  1,136  760 ÈR15 É   
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ểṨỄḰ  

 

 

ṕểṖ  

○ 「地球温暖化対策の推進に関する法律」が改正され、2050年までのカーボンニュートラル実

現に向けた温室効果ガスの排出抑制や再生可能エネルギーの導入が求められるなか、本市にお

いては「住みたいまち、次世代に誇れるまちの実現」をスローガンに脱炭素社会の実現に向け、

「ゼロカーボンシティ」の宣言を行いました。今後は二酸化炭素排出抑制の検討が必要です。 

○ 近年は温室効果ガスの増加による地球温暖化が世界的な話題になるなどさまざまな環境問

題の発生を背景に地球規模の環境保全の重要性が求められており、次世代へ継承できる社会の

形成に向けた取り組みが求められています。 

○ 可燃ごみの処理については、５市９町による「中・北空知廃棄物処理広域連合」により、生

ごみの処理や資源ごみのリサイクル等は、２市３町による「砂川地区保健衛生組合」により運

営及び管理されています。 

 

ṕỄṖ  

˲◕ ϯрϾ˔Е˳ 

〇 ごみ・し尿処理、公害対策ともに満足度が

高く、現状の維持が重要です。 

˲ϘκξΨϤ◕ ᵓṳ˳ 

〇 「子どもも高齢者も誰もが歌志内に住み

続けてもらうためのまちづくりについて必

要な取組」の方向性の一つに「コスパのよい

まちづくり」が挙げられました。 

 

 

 

 

ṕễṖ ṕ  Ṗךּ

○ 2050年ゼロカーボン達成に向け、省エネルギー行動の促進に努めます。 

○ 環境美化意識の啓発に努めるとともに、市民や地域と行政が連携して、身近な生活環境の質

の向上に取り組みます。 

○ ごみ処理については、引き続き安定した運営が図られるよう、関係市町との連携・協力を強

化します。 

 

  

Ʒ

Ʒ

Ʒ Ʒ
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וֹ

 
 

ṕỆṖ  

重点プロジェクト： Ⱬ 

ǊǙ 

ǽ ǳǆǛ 

ӡ ¤ È∙ּז Ô ÕǛƷƹ¡É ǞǻǾ ȅ

ⱱǊ Ǉǲǡ Ƿ ǝǜȅ  טּ Ǌ  ǡ Ǟ

ǴǱǌ¡ 

Ӣ Ǜ Ǌǒ טּ ȅ Ǌ Ɇȍ ǙǝǜƿǝƷǀǿƷǝǱǔȅ

ǊǱǌ¡ 

ӣ זּ╓ Ǜǡ ȅ ǽ  ǚ♥ ǝ Ǌ ȅ Ǌ

Ǳǌ¡ 

Ӥ ꜠ Ƿ ꜠ ǞǗƷǙ  Ǟ ǘǀ ǡ ȅ Ǌ

Ǳǌ¡ 

ӥ Ǟǻǽ  ǡǒǴǡ ≥ ǡ ȅ ǽǱǌ¡ 

ӦɍɇɊ ȅ ǊǙ ȅ ƹ ǜǵǒǔǡ ╔ȅ ǊǱǌ¡ 

ǒǞ 

ǽ ǳǆǛ 

ӡ Ǟ ꞌǊ  Ƿ ǡȜɜȺȘȱּטȅ ǛǊ  סּ

ȑȶɔȗºȅ ǊǱǌ¡ 
  

ƿ 

ǽ ǳǆǛ 

ӡǇǲ ¤ ¤ɓȞȍȘɔǞ Ǟ ǽ ǲǱǊǺƹ¡ 

Ӣ Ƿ טּ Ǟ  ¡ǊǱǊǺƹנּ

 

ṕệṖ  

וֹ  È ū É È 17 É 

Ŧ Ǉǲ  284.52Ԛ/ /  274Ԛ/ /  

È É Ŧ  Ŧ  
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ểṨễḰ  

 

 

ṕểṖ  

○ 人口減少に伴い道路交通網のコスト効率が求められていますが、居住地域が分散しており、

進捗が滞っています。 

○ 住宅周辺の除排雪については、町内会等を中心とした相互扶助精神の啓発活動と、小型除雪

機の貸し出しのほか、高齢者世帯に除雪ヘルパーを派遣する事業等を進めています。高齢化が

著しい本市においては、高齢化に対応した雪対策が一層求められています。これまで地域住民

との協働で担ってきた除排雪作業は、住民の高齢化が進み、対応が難しくなっています。一方、

除排雪支援を望む住民ニーズは高く、また、要支援者も増加する見込みです。 

○ 上水道は、本市、滝川市、砂川市、奈井江町の３市１町で構成する中空知広域水道企業団に

より運営が行われています。市民のライフラインとして重要な役割を持つことから、企業団の

経営基盤の強化と安全で安心な水を安定的に供給していけるよう、構成市として役割を果たしています。 

○ 下水道は、既設の約 44.8㎞の管渠のうち 70％以上が 20年以上経過しており、老朽化によ

る不明水の流入や地下浸水などの問題が顕在化しています。こうした背景を踏まえ、施設の老

朽化対策及び人口減少に伴う収益確保策の強化、中長期的な視点からの経営の健全化と財政基

盤の強化が課題となっています。 

○ 公共交通機関の確保は住民生活の基盤であるとともに、地域振興や観光振興などの点におい

ても欠かすことができません。 

○ 公共交通機関であるバス交通は、人口減少に伴う利用者の減少や、運転手不足の影響により

路線の維持、便数の確保が厳しい状況にあります。 

○ 一般住宅用地については、東光・文珠地区に１か所ずつ提供しています。今後、新たな分譲

地の整備について、検討する必要があります。 

○ 核家族化の進行や価値観の多様化などにより、墓地に関して合葬墓など新しい形態が見られ

ます。このため、多様なニーズを踏まえて墓地の整備を検討する必要があります。 

 

ṕỄṖ  

˲◕ ϯрϾ˔Е˳ 

〇 道路などの交通網・上下水道といったイ

ンフラは満足度が高くなっていますが、公

共交通・雪対策は重要度が特に高くなって

いることから、早期の対応が求められます。 

〇 上下水道以外は、前回からの満足度が高

くなっています。 

˲ϘκξΨϤ◕ ᵓṳ˳ 

〇 「子どもも高齢者も誰もが歌志内に住み

続けてもらうためのまちづくりについて必

要な取組」の方向性の一つが「利便性の高い

まちづくり」であり、具体策として、公共交

通が少ないことを補うための買い物支援が

挙げられました。  
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וֹ

 
 

ṕễṖ ṕ  Ṗךּ

○ 市民の安全かつ円滑、快適な交通を確保するとともに、コンパクトな市街地形成を進め、誰

もが暮らしやすさを実感できる快適で住みよいまちづくりを目指します。 

○ 安心して冬の生活が送れるよう除排雪体制の整備を進めます。 

○ 今後直面する課題解決に向け、国の主導するウォーターＰＰＰ（水分野の公共施設において、

官民が連携して取り組む事業方式）の活用について、石狩川流域下水道組合構成団体内連携会

議において検討し、その結果を「歌志内市下水道事業経営戦略」に反映させ、持続可能な水イ

ンフラの構築を進めます。 

○ バス路線の維持、運行便数の確保を図る必要があります。 

○ 地域公共交通について、時代の変化に対応したより良い地域公共交通の実現に向けた研究・

取り組みを推進します。 

○ 新たな分譲地について、先を見据えた必要性等について検討を進めます。 

○ 墓の維持管理、継承が困難な市民の要望を踏まえて、合葬墓の整備を検討します。 

 

ṕỆṖ  

重点プロジェクト： Ⱬ 

ǊǙ 

ǽ ǳǆǛ 

ӡ ǡ ǡǒǴ  Ⱥȱɖºɔȅ  Ǌטּ ￼ ǡ  

ȅ ǽǱǌ¡ 

Ӣ ǡ↨ ǡǒǴ  ǡ ǝ Ƿ ȅ ǴǾǛǛǵ

Ǟ  ǡǻƷ Ǟ ǽ ǲǱǌ¡ 

ӣ Ǧ ǡ ȅ ↨ Ǌטּ ¤↨ ǝ ǡ Ǟ

ǴǱǌ¡ 

Ӥ ȅ ǛǌǾ ǡ ȅ ǴǾǛǛǵǞ 

ȞºȼȢ Ǧ ȅ ǊǱǌ¡ 

ӥ ╓ ǡ ȅ ǌǾǆǛǛǊ  ǡ  

ǡ ǞǻǾטּ ǡ Ǟ ꞌǊ  ǝ Ǟ Ǵ ↨ ǚ↨

Ǌǒ ǡ ȅ ǽǱǌ¡ 

Ӧ טּ ǡ Ǟ ǽ ǲ  ǡ ǡ ȅ ǽǱǌ¡ 

ӧּז ǡ טּ Ǧ ◖☺Ǟ ǴǱǌ¡ 

Ө ǚƵǾȹȢ ǞǗƷǙ  Ǜǡ ¤ ȅ Ʒ ǡ

┐ ¤ ǡ ȅ ǽǱǌ¡ 

ө ǡ ╓ ȅ┐ ǌǾǒǴ  Ǜǡ ǞǻǾ

Ǟ ǴǱǌ¡ 

Ӫ ǡ ȅ┐ ǊǗǗ ǻǽ ǝ ǡ ǲǞǗƷǙ

ǊǱǌ¡ 

ӫ   Ǟ Ǌǒ Ʒ╗ ȅ ǊǱǌ¡ 

Ӭ ǝȴºȣȅ ǱƻǙ ǡ ȅ ǌǾǛǛǵǞ  ǝ┐ ¤

Ǟ ǴǱǌ¡ 
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ǒǞ 

ǽ ǳǆǛ 

ӡ ǡ   ǫǡ ꞌ Ǟ ǄǙ Ƿ Ǜǡ ȅ

ǊǱǌ¡ 

Ӣ ȓɃɕºȨº ǡ Ǟ Ǆǒ  ¤ ȅ ƷǱǌ¡ 

ӣ סּ ǝ ǞǗƷǙ  ǡ ǛǝǾÖ ╓ ×ǡ

Ǟ Ǆǒ ¤ ȅ ǴǱǌ¡ 

Ӥ ǒǝ Ƿ ǞǗƷǙ  ȅ ǊǱǌ¡ 

ӥ ǡ ǞǗƷǙǡ ȋɜȚºȱȅ ǊǱǌ¡ 
  

ƿ 

ǽ ǳǆǛ 

ӡ ╓ǚǡ Ǆ Ʒȅ ƿǄǱǊǺƹ¡ 

Ӣ ╓ǡ ȅ ǊǱǊǺƹ¡ 

 

ṕệṖ  

וֹ  È ū É È 17 É 

ǡ  60.9% 70ð 

È É 12  12  

זּ טּ  91.5ð 92.0ð 

◖ ȹȢ Èֿכ Éǡ┐ Ǧ

ǡ  
1 12 /  1 12 /  
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וֹ

 
 

ểṨỆḰ ḱ  

 

 

ṕểṖ  

○ 地方分権が進展するなか、少子高齢化・人口減少社会が進んでいくことを考えると、本市を

含めた地方自治体を取り巻く状況は一層厳しくなることが予想され、これまで以上に効果的・

効率的な行政運営が求められ、さらには社会経済状況や多様化する行政需要に対して、自らの

判断と責任による対処が重要になります。 

○ 本市の行政運営は、社会的人手不足による行政職員の減少に備え、業務効率を高める必要が

あるとともに、現在は少人数でのグループ構成で業務を行っているため、職員の知識や経験に

依存する業務が増えています。この状況は、行政サービスの継続に支障となるばかりか、職員

の確保に影響を与える可能性があるため、安定した行政サービスを維持してくため、業務プロ

セスの見直しが必要です。 

○ 市民・行政職員双方の利便性向上に向けて、デジタル技術を活用した行政手続きについて検

討する必要があります。 

○ 事務事業を進めるにあたっては、本計画をはじめ各種計画に基づき効率化を図るとともに、

施策展開を効果的・効率的に行うため、PDCAや成果指標の設定による進行管理を行う必要が

あります。 

○ 公共施設等の管理については、歌志内市公共施設等総合管理計画により総合的かつ計画的な

管理を行う必要があります。 

○ 広域行政については、現在本市では、中空知圏域全体の活性化を目的とする中空知広域市町

村圏組合をはじめ、空知中部広域連合や中空知広域水道企業団など多くの広域的組織に加入・

参加しています。 

○ 地域課題が多様化・高度化していくなかにおいては、自治体同士の連携と協力による広域連

携が重要です。 

○ 高度・複雑化、多様化する行政課題に対応できるよう、職員の職務能力向上を図る必要があ

ります。 

 

ṕỄṖ  

˲◕ ϯрϾ˔Е˳ 

〇 広域行政は前回から満足度が高くなって

いるものの、重要度は他に比べて高く、更な

る施策の充実が求められます。 
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ṕễṖ ṕ  Ṗךּ

○ 社会経済状況や市民ニーズを踏まえ、行政サービスの向上を図りながら効果的・効率的な行

政経営を目指します。 

○ 広域連携の取り組みは、行政事務の効率化と必要な市民サービスの提供につながるため、可

能性のある事務事業については広域連携の検討を進めていく必要があります。 

○ さまざまな行政課題などに対して、的確に対応できる職員を育成します。 

 

ṕỆṖ  

重点プロジェクト： Ⱬ 

ǊǙ 

ǽ ǳǆǛ 

ӡ Ƿ ╓ ǝǜǛǡ ȅ Ǵ  ǡ Ǜטּ ȞºȼȢ

ǡ ȅ ǊǱǌ¡ 

Ӣ ǡ ȅ ƻǾ ǡ Ǜǡ ȅ Ǌ ╓ ǡ ȅ ǽǱ

ǌ¡ 

ӣּס ǡƵǾ ǞǗƷǙ ǡטּ╓ ȅ ǴǾǝǜ  וֹ ¤

ǝ ◖☺ȅ ǴǱǌ¡ 

Ӥ ǌǾטּ Ƿ Ǟ ꞌǚǀǾ ╢ȅ╔ ǊǱǌ¡ 

ӥ ╢ǞƽǄǾ ǡ ¤ ╔Ǚ ǡתּ ǝǜ ǀǷǌƷ ȅ

ǊǱǌ¡ 

ǒǞ 

ǽ ǳǆǛ 

ӡֿכ ╢ ȅ Ǌ  ╢ǡ ╔ ȅ וֹ Ǟ ǊǱǌ¡ 

Ӣ ȅטּ ǾǒǴǡ AI ȠȢȯɉǡ Ǟ ǽ ǲǱǌ¡ 

ӣ ȾɖɜȱɍºȲ ǡ ǽ ǲȅ Ǌ  ȞºȼȢǡȰȡȨɔּט

ǞǻǾ ǡ Ǜ ╢ǡ ȅ ǽǱǌ¡ 
  

ƿ 

ǽ ǳǆǛ 

ӡ ǡ ǽ ǲǞǗƷǙ  ǷɄºɉɃºȡ ǚ ǊǱǊǺƹ¡ 

 

ṕệṖ  

וֹ  È ū É È 17 É 

╢ ȤɜȨº ǡ 

È É 
13  20  
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וֹ

 
 

ểṨệḰ  

 

 

 

ṕểṖ  

○ 平成 19年度から５か年に及ぶ財政健全化や、「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」

に基づく公債費負担の適正化への取り組みにより、平成 23年度において危機的状況から脱却

したものの、地方財政制度の見直しに伴う地方交付税の減少などにより、今後も厳しい財政運

営が強いられます。 

○ 行財政改革、財政の収支改善に取り組んできましたが、地方交付税や国・道の支出金に依存

する部分は変わっておらず、今後も健全な行財政運営に努めなければなりません。 

○ 老朽化している市庁舎のあり方や防災拠点としての整備など、今後の大きな財政需要につい

ては、長期的な視点で財源対策を行い、健全な行財政運営の均衡を図る必要があります。 

 

ṕỄṖ  

˲◕ ϯрϾ˔Е˳ 

〇 健全な財政運営は前回から満足度が高く

なっているものの、重要度は他に比べて高

く、施策の充実が求められます。 

˲ϘκξΨϤ◕ ᵓṳ˳ 

〇 「子どもも高齢者も誰もが歌志内に住み

続けてもらうためのまちづくりについて必

要な取組」の方向性の一つに「コスパのよい

まちづくり」が挙げられました。 

〇 「歌志内の将来デジタルまちづくりにつ

いて必要な取組」の方向性が「情報発信」と

「デジタル人材発掘」であり、そのなかでは、

補助金制度の活用が挙げられました。 

 

ṕễṖ ṕ  Ṗךּ

○ 自主財源の乏しい当市において、ふるさと応援寄附金などによる財源の確保を目指します。 

○ 限られた財源を効率的に活用し、事業の選択と集中を行いながら、市民ニーズに対応する行

財政運営を進めます。 

○ 健全な行財政運営に着実に取り組み、限られた財源で行うことができる健全な財政運営を目

指します。 

○ 自主財源の確保に向け、未納対策に努めるとともに、納税意識の向上と納税秩序の維持を図

ります。  
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ṕỆṖ  

重点プロジェクト： Ⱬ 

ǊǙ 

ǽ ǳǆǛ 

ӡǨǾǈǛꞌⱱ ȅ Ǌ  ǡ PRǛ ǡ ǞǻǖǙ ֿכ

ǡ Ǜ ǡ Ǟנּ ǽ ǲǱǌ¡ 

Ӣ Ƿ   ǡ ǝ   ǡƵǾ ȅ Ǌ

ȅ ǊǱǌ¡ 

ӣ ǡ Ǟ ǴǾǛǛǵǞ  ¤ Ǟ ȅ Ʒ 

ǝ ◖☺Ǟ ǴǱǌ¡ 

Ӥ ǡ Ǟ Ǆ  Ǟ ǴǱǌ¡ 

ǒǞ 

ǽ ǳǆǛ 

ӡȍɜȨºȶȬȱ ꞌǡ ȠȢȯɉȅ ǊǱǌ¡ 

  

ƿ 

ǽ ǳǆǛ 

ӡ ȅ Ǌǒ ǡ Ǟ ǽ ǲǱǊǺƹ¡ 

Ӣ ≥ ǡ Ǜ ǡ┐ ȅ ǔǱǊǺƹ¡ 

 

ṕệṖ  

וֹ  È ū É È 17 É 

ǨǾǈǛꞌⱱ È É 

ă ǨǾǈǛ ȅ ǂ 
11,813 ⱦ 15,000 ⱦ 

 7.9ð 18ð∙ּז 

È É 96.2ð 96.8ð 

È É 72.8ð 75.9ð 

═ È É 100ð 100ð 
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וֹ

 
 

ỄḰ ︡ נּ שּ  
 

ỄṨểḰ  

 

 

ṕểṖ  

○ 本市では、市民の尊い生命と財産を災害から守るため、災害対策基本法に基づき「歌志内市

地域防災計画」を策定しており、災害発生時の応急対策や復旧など、災害から市民を保護する

ための総合的な対策を定めています。 

○ 災害の被害を減らすために重要となる「自助・共助・公助」の仕組みについては、住民に浸

透していないため、防災訓練や啓発活動を通して、地域防災組織の設立を促す必要があります。 

○ 市内は、ほとんどが土砂災害警戒区域及び洪水浸水想定区域に指定されています。 

○ 公共施設の耐震化、既存不適格建築物の解消に向けた進捗率が低迷しています。 

 

ṕỄṖ  

˲◕ ϯрϾ˔Е˳ 

〇 防災体制の整備は前回から満足度が高く、

現状の維持が重要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ṕễṖ ṕ  Ṗךּ

 

○ 市民に「自助・共助・公助」それぞれの役割を把握していただき、適切な備えをしてもらう

ための取り組みを進めます。 

○ 市民の防災意識の高揚と自主防災組織の育成など、地域の防災力の向上を図ります。 

○ 高齢者や障がい者など、災害弱者の安全を確保する支援体制の強化に努めます。 
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ṕỆṖ  

重点プロジェクト： Ⱬ 

ǊǙ 

ǽ ǳǆǛ 

ӡ ╓ ¤ ¤ ɇȬɀǢ  ǞꞌǋǙ ǊǱǌ¡ 

Ӣֿכ טּ ǡ Ǌȅ ƷǱǌ¡ 

ӣ ǡ╔ ¤ ȅ ǽǱǌ¡ 

Ӥ ǡ Ǟ ǴǾǛǛǵǞ ǞƽǄǾ ȅ Ǌ 

ǡ ≥ ǡ ȅ ǽǱǌ¡ 

ӥ ⱱ Ǟ ǘƷǒ ⱱɀɒɜÈ Éȅ ǊǱǌ¡ 

Ӧ ȅ Ǟ ǌǾǛǛǵǞ  ǡ ǡ ȅטּ

ǽǱǌ¡ 

ӧɃɜȚֿכ פֿ Ǟ ƹ ȅ ǊǱǌ¡ 

ǒǞ 

ǽ ǳǆǛ 

ӡֿכ טּ ȅ ǛǊ  Ǟ ƻǒǱǔǘǂǽȅ

ǊǱǌ¡ 

Ӣ ȸȟºȲɇȬɀǡ Èּז ÉǞ ǽ ǲǱǌ¡ 
  

ƿ 

ǽ ǳǆǛ 

ӡ ╓ǡ Ƿ Ǟ  ¡ǊǱǊǺƹנּ

Ӣ ǡǒǴǡ╦ Ǜ ǡ ȅǊǱǊǺƹ¡ 

ӣ Ǳǚǡ ǞǻǾ ǡ Ǧ ǡ Ǟ ǽ ǲǱǊǺ

ƹ¡ 

 

ṕệṖ  

 

וֹ  È ū É È 17 É 

ǡ È É Ũ  Ū  

ȸȟºȲɇȬɀǡ  ťð 100ð 
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וֹ

 
 

ỄṨỄḰ ḱ  

 

 

ṕểṖ  

○ 婦人防火クラブ員のなり手不足と高齢化が進んでいます。 

○ 消防団員のなり手が不足しています。 

○ 現場経験豊富な職員の退職に伴い、今後は職員の育成が重要になります。 

○ 消防車両や施設の老朽化に伴い計画的な更新が必要です。 

○ ひとり暮らしの高齢者等災害弱者の実態把握が必要です。 

 

ṕỄṖ  

˲◕ ϯрϾ˔Е˳ 

〇 消防行政は満足度が高く、現状の維持が

重要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ṕễṖ ṕ  Ṗךּ

○ 婦人防火クラブ員、各町内会等の防火意識の高揚を図ります。 

○ 職員のスキルアップを図ります。 

○ 消防施設の維持管理と計画的な更新に努めます。 

○ 消防団員の確保を図ります。 

○ ひとり暮らしの高齢者等災害弱者の迅速な救護を行う体制を整えます。 
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ṕỆṖ  

 

ǊǙ 

ǽ ǳǆǛ 

ӡ ȘɒȿǷאל Ǜǡ Ǟטּ Ǵ  ≤אל ǡ ȅ ǽǱǌ¡ 

Ӣ ╢ǡ ╔ ǡ Ǟ ǴǱǌ¡ 

ӣ ǡ ǝ ȅ ǽǱǌ¡ 

Ӥ ǫǡּנ Ǟ Ǵ  ǡ ȅטּ ǽǱǌ¡ 

ӥǥǛǽ ǼǊǡ ǡ ǞƽǄǾ ǡ ȅ ǽǱ

ǌ¡ 

ǒǞ 

ǽ ǳǆǛ 

ӡ ǫǡ ꞌ  ǡǒǴטּ Ŭ Ǟ Ǌǒֿכ ⱱ

ȅ Ǟ  Ƿ ǚǡ ╢ ╔ȅ ǊǱǌ¡ 
  

ƿ 

ǽ ǳǆǛ 

ӡ ≤אל ȅ ǴǱǊǺƹ¡ 

Ӣ Ǟ ǌǾ ȅ ǴǱǊǺƹ¡ 

ӣ ǫּנ ǊǱǊǺƹ¡ 

ӤǥǛǽ ǼǊǡ ǡ Ǟ ȅǊǱǊǺƹ¡ 

 

ṕệṖ  

 

וֹ  È ū É È 17 É 

╢  48  54  

È É 35  50  
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וֹ

 
 

ỄṨễḰ  

 

 

ṕểṖ  

○ 近年、犯罪はますます複雑化・悪質化し、地域における防犯体制づくりや防犯運動の強化が

より重要になっています。 

○ 全国的に重大犯罪などが現在でも発生しており、地域における犯罪者等への更生に対しての

理解が弱まっています。 

○ 犯罪により被害に遭われた方が、一日も早く平穏な生活を取り戻すための犯罪被害者支援に

係る取り組みが重要となっています。 

○ 本市の交通事故死ゼロ日数は令和６年10月17日に5,000日を達成し、現在は次期目標であ

る6,000日の達成を目指し、交通安全推進協議会を中心に交通安全の活動に取り組んでいます。 

○ 現在の車社会は、私たちの暮らしに大きな利便性をもたらした反面、交通事故や環境汚染な

どの社会問題も生み出しました。飲酒運転や酒気帯び運転といった交通モラルの欠如に起因す

る事故や、高齢者が被害者・加害者となる交通事故は増加傾向にあります。 

○ 食品の安全に関わる問題や環境問題、年々悪質・巧妙化する詐欺被害や多重債務など、消費

生活に関する社会問題が深刻なものになっています。こうした問題に対応するため、国におい

ては消費者庁を中心に、消費者の利益の保護及び増進を図るために必要な環境整備を進めてい

ます。複雑・巧妙化する悪質商法や振り込め詐欺など、特に高齢者が狙われるケースが目立っ

ています。こうした被害を未然に防ぐには、消費者自らが正しい知識や情報を得ることが必要

です。 

○ 野生鳥獣による農業や家庭菜園の被害が増加していることから「防除」と「駆除」を実施し

被害の軽減を図ることが必要です。 

○ ヒグマ対策は、猟友会・警察と連携し早期の問題個体の特定及び適切な対処により、安全安

心な生活環境の確保に努めています。 

○ 猟友会の高齢化に伴い、担い手の育成が必要となっています。 

 

ṕỄṖ  

˲◕ ϯрϾ˔Е˳ 

〇 交通安全は満足度が高く、現状の維持が

重要です。 

〇 交通安全、防犯体制の整備、消費者行政と

もに、他に比べて重要度は低いものの、消費

者行政は満足度も低いことから、適切な対

応が求められます。 

˲ϘκξΨϤ◕ ᵓṳ˳ 

〇 「子どもも高齢者も誰もが歌志内に住み

続けてもらうためのまちづくりについて必

要な取組」の方向性の一つが「人と人とのつ

ながりが強いまちづくり」であり、「人と人

とのつながりが強いまちづくり」は「治安の

良いまち」につながると考えられています。  
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ṕễṖ ṕ  Ṗךּ

○ 犯罪のない安全で安心なまちづくりを目指すため関係機関との連携を密にし、防犯意識の向

上に取り組みます。 

○ 犯罪や非行の防止及び立ち直り支援に関する理解促進を図るため、歌志内学園児童・生徒へ

の啓発資材の配付や、イベント会場等における啓発活動を実施します。 

○ 関係機関・団体等と連携して啓発活動を推進し、交通安全思想の普及を図り、市民一丸とな

って交通事故の根絶を目指します。 

○ 関係機関との連携を密にし、消費生活情報の収集・提供をはじめ、学習機会や相談体制の充

実を図ります。 

○ 野生鳥獣による農業や人的被害の防止を目的に事故を未然に防ぐ対策を検討していきます。 

 

ṕỆṖ  
重点プロジェクト： Ⱬ 

ǊǙ 

ǽ ǳǆǛ 

ӡ ǝ Ƿ Ǟ Ǵ ǡ ≥ ȅ ǈǎǾǛǛǵǞ 

╓ǚǡ↨ ȅ ǊǱǌ¡ 

Ӣ ǡ טּ Ǧǐǡ ȅ ⱱǊǱǌ¡ 

ӣ ¤ Ǜǡ Ǟǻǽ  ǡ ȅ ǊǱǌ¡ 

ӤÔ ȅ ǾǂǌǾ◖ Õǡ Ǟ ǴǱǌ¡ 

ӥ ǜǵƾǼ Ǳǚǡ ↨ ≥ ǡ Ǧ  Ȳɒȍȹºȅ Ǿ

ǽ ǲǞǗƷǙ ǊǱǌ¡ 

Ӧ◖ ǡ↨ ≥ ǡ Ǜ  Ǟ ǌǾ ↨ Ǧ◖ ǡ ȅ

ǊǱǌ¡ 

ӧ ǝ ǛȂƾǽǷǌƷ ╔ȅ Ǌ  ǌǾטּ

Ǟ ǌǾ ǊƷ ǡ Ǜ Ǟ ǽ ǲǱǌ¡ 

Ө ȤɜȨºǛ ǡǵǛ  Ǟ ǌǾ Ǜ Ǟ ǴǱǌ¡ 

өȑȧȠȔ¤Ȼșɇ ǞǗƷǙ  Ƿ Ǜ Ǌ ǡ ȅ

ǽǱǌ¡ 

Ӫ ǡ ȅ ƷǱǌ¡ 

ǒǞ 

ǽ ǳǆǛ 

ӡ ⱱ Ǟ ǌǾ ǽ ǲȅ ǴǱǌ¡ 

Ӣ ɇȴɎȋɔȅ ǊǝƿǼ  Ǜ ǡ Ǟ ǽ ǲǱǌ¡ 
  

ƿ 

ǽ ǳǆǛ 

ӡ ╓ǡ Ǟ  ¡ǊǱǊǺƹנּ

Ӣ ȅǢǋǴ Ƿ ƿǐǿǑǿǡ ǞƽƷǙ ȅ Ȃǎ  ǡ

ǝƷ ǾƷ ╓ ȅ ǂ╗ ȅ ƷǱǊǺƹ¡ 

ӣ  פּ  ǡ ↨ ◖ ǡÔ ǡ ÕǞ  ¡ǊǱǊǺƹנּ

Ӥ ǡǒǴǡ ♥ȅ ƷǱǊǺƹ¡ 

 

ṕệṖ  

וֹ  È ū É È 17 É 

╓ ǽ נּ È É 73  40  

ȅ ǾǂǌǾ◖ È É 1  1  

 Ŧ  ť  

ȥɖǡ  5,165  9,000  

ȑȧȠȔ È É 149  150  

ȋɒȍșɇ È É 12  30  

ǡ È É ť  Ũ  
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וֹ

 
 

Ễ ︢  

ểḰ נּ לּ שּ  
 

ểṨểḰ שּ  

 

 

ṕểṖ  

○ これまでのまちづくりなど地域活動は、行政や町内会等が中心となって行われてきました。

しかし、人口減少や高齢化などによる会員の減少、社会情勢の変化によって、地域の運営が成

り立たなくなっている地域が増えてきています。 

○ 行政がこれまでと同様にサービスを維持・提供していくことは年々困難な状況になっており、

市民と行政がそれぞれの役割分担を明確にし、相互理解したうえで協働のまちづくりを行う

「新しい仕組み」を構築していく必要があります。 

○ 市民の高齢化率上昇傾向に伴い、ボランティアをはじめとした地域を支える担い手が不足し

ています。 

 

ṕỄṖ  

˲◕ ϯрϾ˔Е˳ 

〇 市民参加は、満足度が前回に比べて高く

なっているものの、他に比べて低く、継続的

な施策の充実が求められます。 

˲ϘκξΨϤ◕ ᵓṳ˳ 

〇 「観光・福祉など歌志内の産業について必

要な取組」では、「市民が主役」の観光づく

りやボランティア団体を立ち上げが挙げら

れました。 

〇 「市民の幸福度の向上につながるまちづ

くりについて必要な取組」では、笑顔がある

ことが幸せであり、さまざまなイベント等

をマッチングするボランティア団体の創設

が挙げられました。 

〇 「子どもも高齢者も誰もが歌志内に住み

続けてもらうためのまちづくりについて必

要な取組」では、買い物支援、子育てカフェ、

簡易的なシルバー人材センターなどが挙げ

られました。 

  

Ʒ

Ʒ

Ʒ Ʒ
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22∞
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ṕễṖ ṕ  Ṗךּ

○ 市民意識の高まりによって、身近な地域活動やボランティア活動への参加者が増加し、地域

のなかでの市民同士のこれまで以上のつながり、異なる地域同士のつながりが広がる、住み良

いまちを目指します 

○ 町内会等、地域おこし協力隊、ボランティア団体など多様な世代の多様な主体が参加する地

域運営組織の設立の促進を図ります。 

○ 市民が主体的にまちづくりや地域づくりに参加できるよう、町内会等や住民活動団体の支援

に努め、住民活動の活性化を図ります。 

 

ṕỆṖ  

重点プロジェクト： Ⱬ 

ǊǙ 

ǽ ǳǆǛ 

ӡǱǔǘǂǽ ǡǄȆ╥ ǛǝǾ  ¤ ȅ╔ ǊǱǌ¡ 

ӢɅɒɜȯȌȋ   ǡ╔ ¤ ⱱȅ ƹǛǛǵǞ  ǡ

ȅ ǽǱǌ¡ 

ӣ ǡ ǝ ȅ ⱱǊ ɅɒɜȯȌȋ ǫǡ ȅנּ ǊǱǌ¡ 

Ӥ    ɅɒɜȯȌȋ   Ǜǡ ╓ ȶȬȱɘºȘ Ǟ

ǴǱǌ¡ 

ǒǞ 

ǽ ǳǆǛ 

ӡ ╓◖☺ Ǟ ǄǙ  Ǟǻǽ≥ ǡ ȅ Ʒ  ǡ ǔ

ǅ¤◖☺ȅ ¤ Ǟ ⱱǊǱǌ¡ 

Ӣ ╓◖☺ Ǟ ǌǾ ǲǞǗƷǙ Ǌ  ƿ ǛǝǖǙƷǾ

ǡ╗ ȅ┌ ǌǾǝǜ ╓◖☺ ǡ ȅ ǊǱǌ¡ 

ӣ ȍɂɜȱ ǡ ȞºȼȢ   ǡ È ǀ ǝǜȅ

ǳÉ ּק ǝǜǡ ⱱǞ ǽ ǲǱǌ¡ 
  

ƿ 

ǽ ǳǆǛ 

ӡ ╗ ǥǛǽƿǱǔǘǂǽǡ ǚƵǾǛƷƹ≥ ȅ ǔǱǊǺƹ¡  

Ӣ ╓ǡ ǝ Ǟ Ǟ  ¡ǊǱǊǺƹנּ

ӣ Ƿ ǞǻǾǱǔǘǂǽ Ǟ Ǌ   ¡ǊǱǊǺƹנּ

 

ṕệṖ  

וֹ  È ū É È 17 É 

ǒǝ ╓◖☺ È Éǡ  Ǌ  
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וֹ

 
 

ểṨỄḰ  

 

 

ṕểṖ  

○ 市民の高齢化率上昇に伴いボランティアをはじめとした地域を支える担い手が不足してい

ます。 

○ 市民のライフスタイルや価値観の多様化で、地域における人と人とのつながりが希薄になる

とともに、過疎化や少子高齢化、核家族化が進むなか、担い手不足などの要因が、地域コミュ

ニティ活動の弱体化を深刻なものとしています。 

○ 持続可能な地域づくりを進めるため、まちづくり活動の担い手の確保、若者の活動参加を促

進することが必要です。 

○ 町内会等活動やボランティア活動など各種の地域住民活動は、地域コミュニティを活性化さ

せる重要なものであり、地域団体等が取り組む地域づくり活動を行政も可能な限りサポートし

ていく必要があります。 

 

ṕỄṖ  

˲◕ ϯрϾ˔Е˳ 

〇 福祉体制は、満足度が前回に比べて高く

なっているものの、満足度及び重要度は他

に比べてやや低く、継続的な施策の充実が

求められます。 

˲ϘκξΨϤ◕ ᵓṳ˳ 

〇 「観光・福祉など歌志内の産業について必

要な取組」では、ボランティア団体の立ち上

げが挙げられました。 

〇 「市民の幸福度の向上につながるまちづ

くりについて必要な取組」では、笑顔がある

ことが幸せであり、楽しいきっかけをつく

るさまざまなイベントの重要性が挙げられ

ました。 

〇 「子どもも高齢者も誰もが歌志内に住み

続けてもらうためのまちづくりについて必

要な取組」では、買い物支援、簡易的なシル

バー人材センターなどが挙げられました。 

 

ṕễṖ ṕ  Ṗךּ

○ 社会福祉団体の運営に対する補助を実施し、社会福祉の増進を図ります。 

○ 地域づくり活動支援事業補助金の周知と補助金活用を促しながら、町内会等や市内団体等が

取り組む地域づくり活動を支援します。 

○ 市民一人ひとりが地域を意識し、町内会等の組織において、地域課題を自ら解決する力を高

めることを目指します。 

 

Ʒ

Ʒ

Ʒ Ʒ

50.3

66.8

Ø Ù

23∞

23∞
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ṕỆṖ  

ǊǙ 

ǽ ǳǆǛ 

ӡ ≠╢¤ ≠╢ȅǢǋǴǛǌǾ ╓ ȅ ǌǾ ǡ╔ ¤ ȅטּ

ǽǱǌ¡ 

Ӣּק Ƿ ╓ǞƽǄǾȷºɇɒȍȥºȠɐɜǡ ǡ Ǜ ȅ ƷǱǌ¡ 

ӣ ╓ ǡ ǚƵǾ ǡ ǡ Ǜ  ǝ

ȅ ⱱǊǱǌ¡ 

Ӥ ǝǜ  ǡ ǝ ȅ ⱱǊǱǌ¡ 

ӥ Ǟ Ǆ Ʒ ↨ ǊǙ ǼǎǾ ╓ǘǂǽǞ Ǆ ǈǱǉǱǝȜɈɎȴȯ

Ȍ ǡ ⱱȅ ǽǱǌ¡ 

ǒǞ 

ǽ ǳǆǛ 

ӡ Ǜ ǊǝƿǼ ȅǵǖǙ  ǡ┐ ¤ ǝǜ

Ǟ ǌǾ ⱱǞ ǽ ǲǱǌ¡ 
  

ƿ 

ǽ ǳǆǛ 

ӡ    ɅɒɜȯȌȋ   Ǜǡ ╓ ȶȬȱɘºȘǘǂǽ

Ǟ ǽ ǲǱǊǺƹ¡ 

Ӣ Ƿ ǡ ǫǡ ȅ Ǵ   ¡ǊǱǊǺƹנּ

 

ṕệṖ  

וֹ  È ū É È 17 É 

Ǟ ǌǾ ǡ È É Ũ  Ũ  

ɅɒɜȯȌȋ  80  90  

ɅɒɜȯȌȋ  40  45  
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וֹ

 
 

ểṨễḰ ḱ  

 

 

ṕểṖ  

○ 近年では、移住・定住だけではなく、地域に関わる多様な形として「交流・関係人口」の増

加が注目されており、交流・関係人口の増加が自治体の活性化や移住・定住につながり、地域

と人をつなぐ新しい可能性を持つ重要施策となっています。 

○ 本市においては、若者世代をはじめ人口減少が進んでいますが、移住・定住対策をはじめ、

地域おこし協力隊員の活動や協定を結んでいる大学との連携など、さまざまな施策や取り組み

を通じて交流人口と関係人口の増加を目指し、移住・定住へ繋げていく取り組みが必要となっ

ています。 

○ 協定先大学が行っている本市での実習について、少子化などにより年々参加する実習生が減

少しています。 

○ イベントやふるさと納税などを通した一定の交流はあるものの、継続的に地域と関わる「関

係人口」の創出には至っていません。 

○ 地域資源である炭鉱遺産や自然環境、地域文化を活かせるよう、関係団体と協力していく必

要があります。 

 

ṕỄṖ  

˲◕ ϯрϾ˔Е˳ 

〇 国際・地域間交流は、満足度が前回に比べ

て高くなっているものの、他に比べて特に

低く、重要度はやや低く、施策の充実が求め

られます。 

˲ϘκξΨϤ◕ ᵓṳ˳ 

〇 「歌志内の将来デジタルまちづくりにつ

いて必要な取組」の方向性の一つが「デジタ

ル人材発掘」であり、そのなかでは、地域お

こし協力隊の活用が挙げられました。 

〇 「市民の幸福度の向上につながるまちづ

くりについて必要な取組」では、笑顔がある

ことが幸せであり、楽しいきっかけをつく

るさまざまなイベントの重要性が挙げられ

ました。 

〇 「子どもも高齢者も誰もが歌志内に住み

続けてもらうためのまちづくりについて必

要な取組」の方向性の一つが「人と人のつな

がりが強いまちづくり」であると考えられ

ました。 
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ṕễṖ ṕ  Ṗךּ

○ 移住・定住対策やシティプロモーションなど、市で行っている各種施策や取り組みを連動さ

せながら、交流・関係人口の創出及び増加に繋げます。 

○ 市内イベントや各種観光施設への市外からの来場者の増加を目指し、市内外へ広く情報発

信・情報共有を図ります。 

○ 大学の実習に協力をし、本市の地域課題について一緒に取り組みます。 

○ 地域のまちづくり団体の活動を支援し交流人口並びに観光入込客数の増加を目指します。 

○ 魅力有る返礼品を充実させ、寄附金の増額とリピーターの確保を目指します。 

 

ṕỆṖ  

重点プロジェクト： Ⱬ 

ǊǙ 

ǽ ǳǆǛ 

ӡ Ǜǡ Ǟǻǽ  ǡȍɂɜȱ¤ɅɒɜȯȌȋ ǫǡ Ƿ Ǜǡ

  ǡ ≥ ȅ ƾǊǒǱǔǘǂǽǷ ╓ ǡ Ǟ ǽ ǲǱ

ǌ¡ 

Ӣ ╓ǡǱǔǘǂǽ ǡ ⱱǷ ȴºȣǞⱲǖǒ ȅ∏ ǌǾ

Ǟǻǽ  ƾǼǡ ǡ ȅנּ ǽǱǌ¡ 

ӣ ╓ƽǆǊ ǝǜȅ Ǟ Ǌ  ¤ ǡ Ǟנּ ǅ

Ǳǌ¡ 

Ӥ ╓ƽǆǊ ǡ SNSǷ ȅ Ǌǒ Ǟ ǴǱǌ¡ 

ǒǞ 

ǽ ǳǆǛ 

ӡ ǡ Ǟ ǌǾǒǴǡ Ƿ ȅ Ǌ  ╓ ȅ

ǊǱǌ¡ 

Ӣ ƿ ȅ ǌǻƹǝ ȅ Ǌ Ô ǨǾǈǛ ÕǞǻǾ

ȅƷǒǓƷǒ Ǜ ǝ ȅ ǀ  ¤ ǡ ȅנּ ǽǱ

ǌ¡ 

ӣ Ǟ ǌǾ ǚ  Ǜ Ǟ Ȃǽȅ Ǘ ȅ ƻǾּטǌǾ ǲ

ȅ ǌǾǛǛǵǞ  ¤ ǡ ȅנּ ǌ ǽ ǲȅ ǊǱǌ¡ 
  

ƿ 

ǽ ǳǆǛ 

ӡ ǚ ȂǿǾ ȍɂɜȱǫ Ǟ Ǌ ȅ ǽǱǊǺƹ¡ 

Ӣ ƿ ǖǙƷǾÔ ╓Ȱȟȍɜ ÕǞƽǄǾȾȌºɔȲɘºȘ Ǟ

ǊǱǊǺƹ¡ 

ӣ ȅ Ǌǒ ǡ Ǟ ǽ ǲǱǊǺƹ¡ 

 

ṕệṖ  

וֹ  È ū É È 17 É 

Ǜǡ  Ŧ  ŧ  

ǨǾǈǛ È É ũ  ŭ  

ǨǾǈǛ È É 923  1,200  
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וֹ

 
 

ểṨỆḰ  

 

 

ṕểṖ  

○ 本市では、平成 27年度に策定した基本構想において「みんなで創る笑顔あふれるまち」を

目指し、市民と行政がお互いに協力しながら「協働」のまちづくりを目指してきました。 

○ 各種計画策定などにおいては、市民アンケート調査や各種会議への市民公募、各種広聴事業

やパブリックコメントなどを通じて市政への市民参画に取り組んできました。 

○ 本市を含め社会的なニーズや地域課題が多様化・複雑化しており、今後これらに対応するに

は、行政のみならず市民や各種団体など地域の多様な主体が協働してまちづくりを行うことが

必要です。 

 

ṕỄṖ  

˲◕ ϯрϾ˔Е˳ 

〇 市民参加は、満足度が前回に比べて高く

なっているものの、他に比べて低く、継続的

な施策の充実が求められます。 

 

 

 

 

 

ṕễṖ ṕ  Ṗךּ

○ “きょうどう“のまちづくりを目標に、市民や各種団体と行政が情報・意識を共有し”きょうど

う“することで課題解決に取り組み、持続可能な活力あるまちづくりを推進します。 

 

ṕỆṖ  

ǊǙ 

ǽ ǳǆǛ 

ӡǱǔǘǂǽ ⱳ ǝǜȅ Ǌ ÆǀǺƹǜƹÇǞǻǾǱǔǘǂǽǫǡ≥

ǡ ȅ ǽǱǌ¡ 

Ӣ ǞƵǒǖǙǢ  ǞǻǾ ǘǂǽȅ ǴǱǌ¡ 

ӣǱǔǘǂǽ ǡ ǞƽƷǙ SNSǝǜǡ ȅ ǽǱǌ¡ 

ӤǱǔǘǂǽ ǡǄȆ╥ ǛǝǾ  ¤ ȅ╔ ǊǱǌ¡ 

ǒǞ 

ǽ ǳǆǛ 

ӡ ǝ ƿ ╓ ǡ Ǟ ǽ ǳ ǲǘǂǽǞ ǽ ǲǱǌ¡ 

  

ƿ 

ǽ ǳǆǛ 

ӡ ȋɜȚºȱǝǜǞǢ ≥ Ǟ ǊǱǊǺƹ¡ 

Ӣ ≠╢ǫǡꞌ Ǣ  Ǟ ƷǱǊǺƹ¡ 

 

ṕệṖ  

וֹ  È ū É È 17 É 

Ǳǔǘǂǽ ⱳ ǡ È É ť  1  

╔ Ǟ Ǆǒ ǫǡ נּ  

È É 
ť  Ū  
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Ʒ

Ʒ Ʒ
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Ø Ùנּ
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R7  

R1  
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ỄḰ ︡ שּ  
 

ỄṨểḰ שּ  

 

 

ṕểṖ  

○ 平均自立期間は男女ともに全国・全道と比較して短くなっています。 

○ がん検診や各種健康診査の受診率が低い状況となっています。 

○ 死亡原因をみると、悪性新生物（がん）や心疾患・脳血管疾患などの生活習慣病が多くなっ

ており、生活習慣病の発症予防・重症化予防対策が必要です。また、肺炎による死亡も多く、

感染症対策が必要です。 

○ 子どもや成人で朝食を欠食している方がおり、望ましい生活習慣を意識できるよう、知識の

普及啓発が必要です。 

 

ṕỄṖ  

˲◕ ϯрϾ˔Е˳ 

〇 保健行政は、満足度が高く、重要度は低い

ことから、現状の維持が重要です。 

˲ϘκξΨϤ◕ ᵓṳ˳ 

〇 「歌志内の将来デジタルまちづくりにつ

いて必要な取組」の方向性の一つが「デジタ

ル活用による生活向上」であり、そのなかで

は、健康観察等ができる環境整備が挙げら

れました。 

〇 「市民の幸福度の向上につながるまちづ

くりについて必要な取組」では、健康で「死

ぬまで現役！」が幸福の基盤になっている

と考えられました。 

 

ṕễṖ ṕ  Ṗךּ

○ 食生活や身体活動など、生活習慣改善に関する正しい知識の普及を図ります。 

○ 生活習慣病の発症予防・重症化予防に努め、健康寿命の延伸を図ります。 

○ 感染症の正しい知識の普及や予防接種の適切な実施を継続し、感染症対策の充実を図ります。 

  

Ʒ

Ʒ

Ʒ Ʒ
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וֹ

 
 

ṕỆṖ  

重点プロジェクト： Ⱬ 

ǊǙ 

ǽ ǳǆǛ 

ӡ ǡ ǝ ≥ ǡ Ǜ ǡ ȅ ǽǱǌ¡ 

Ӣ ǊǷǌƷ ( ) ǡ ǘǂǽȅ ǴǾǛǛǵǞ  ǛƿȆǷ

ǡ Ǟ ǴǱǌ¡ 

ӣ ǡ Ƿ טּ Ǟ ǴǱǌ¡ 

Ӥ ǡ Ǜ ȅ ǊǱǌ¡ 

ӥɒȍȾȢȯºȡǞꞌǋǒ ╔ȅ ǊǱǌ¡ 

Ӧ Ǜ ǡ טּ ǡǒǴ  שּ ȅ ǊǱǌ¡ 

ӧ Ɇȍɜȱ Ǟǻǽ  ǘǂǽǫǡ≥ ȅ ǽǱǌ¡ 

ǒǞ 

ǽ ǳǆǛ 

ӡ ¤ ǡȑȜº ȅ ǊǱǌ¡ 

Ӣ ȅ Ʒǒ ȅ ǊǱǌ¡ 

ӣ ǽ ÔƹǒȪɌɜÕȅ Ǌǒ ǡɒȍȿ ȅ ǊǱǌ¡ 
  

ƿ 

ǽ ǳǆǛ 

ӡ ǘǂǽǞ ȅ ǔǱǊǺƹ¡ 

Ӣ ╔Ǟ ȅ ǔǱǊǺƹ¡ 

ӣƿȆ Ƿ ȅ ǊǱǊǺƹ¡ 

Ӥ ȅ ǄǾǻƹ ǴǱǊǺƹ¡ 

 

ṕệṖ  

וֹ  È ū É È 17 É 

È É 76.9  79  

È É 81.3  84  

È ╓ É 18.7ð 18.7ð 

 46.1ð 60ð 

ƿȆ È40 69 É 11.7% 15ð 

ȍɜȾɔȑɜȟǡ È É 57.3ð 60ð 

Ũ ∙ ȅ ǂ ǡ ǡ  

È É 
10.7ð 10ð 

ȅ ǬǾ ǜǵǡ  

Èֿכ Ⱨū É 
83.3ð 100ð 
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ỄṨỄḰ  

 

 

ṕểṖ  

○ 市内の医療機関は、市立病院１施設、民間歯科診療所1施設となっています。 

○ 市立病院は、唯一の内科診療を行っている医療機関として、市民の初期診療を担うとともに、

訪問看護や各種健康診断、予防接種などを実施しながら市民の疾病予防や健康づくりに取り組

んでいます。 

○ 人口減少に伴う患者数の減少や物価高騰の影響による各種経費の増加により経営環境が悪

化していることから、必要な医療を提供していくための対策が求められています。 

 

ṕỄṖ  

˲◕ ϯрϾ˔Е˳ 

〇 医療体制は、満足度が最も高いことから、

現状の維持が重要です。 

˲ϘκξΨϤ◕ ᵓṳ˳ 

〇 「市民の幸福度の向上につながるまちづ

くりについて必要な取組」では、健康で「死

ぬまで現役！」が幸福の基盤になっている

と考えられました。 

 

ṕễṖ ṕ  Ṗךּ

○ 令和６年３月に策定した歌志内市立病院経営強化プランに基づき経営改善に取り組んでい

きます。 

○ 近隣の病院との連携を強化し、中空知地域医療構想に基づくバランスの取れた医療提供体制

を構築していきます。 

○ 医療・介護・福祉・保健との連携強化を進めていきます。 

 

ṕỆṖ  

重点プロジェクト： Ⱬ 

ǊǙ 

ǽ ǳǆǛ 

ӡ═ ȅ ǊǱǌ¡ 

Ӣ═ ȅ ǊǱǌ¡ 

ӣ ǡ ↨ǞǻǾטּ Ǌǒ ☺ȅ ǊǱǌ¡ 

ǒǞ 

ǽ ǳǆǛ 

ӡ ȔɔȯȠȢȯɉǡ ǝǜǞǻǽ═ DXǡ ȅ ǽǱǌ¡ 

  

ƿ 

ǽ ǳǆǛ 

ӡ ǡ ǝǜǡ ¤ ȅ ƿǄǱǊǺƹ¡ 

 

ṕệṖ  

וֹ  È ū É È 17 É 

╪ ═  ŧ  ŧ  

 70.0ð 80.0ð 

 90.8ð 100.0ð∙  

Ʒ

Ʒ

Ʒ Ʒ

50.3

66.8

Ø═ Ù

Ŧ∞

17∞
(39 )

R7  

R1  



                                                 

53 

 
 

וֹ

 
 

ỄṨễḰ  

 

 

ṕểṖ  

○ 高齢化率の上昇に伴い、一人暮らし、身寄りがない、認知症などの問題を抱える高齢者が増

加しており、介護予防や認知症対策、見守り環境など、地域のサポート体制が必要となってい

ます。 

○ 介護や支援を必要とする状態になっても、住み慣れた地域で、安心して生活を続けるために

は、介護、予防、医療、生活支援、住まいの各サービスが切れ目なく利用できる地域づくりが

必要です。 

 

ṕỄṖ  

˲◕ ϯрϾ˔Е˳ 

〇 高齢者福祉は、満足度が前回に比べて高

くなっているものの、他に比べて重要度が

特に高く、更なる施策の充実が求められま

す。 

˲ϘκξΨϤ◕ ᵓṳ˳ 

〇 「市民の幸福度の向上につながるまちづ

くりについて必要な取組」では、健康で「死

ぬまで現役！」が幸福の基盤になっている

と考えられ、さまざまなイベントの重要性

が挙げられました。 

 

ṕễṖ ṕ  Ṗךּ

○ 地域包括支援センターはもとより、社会福祉協議会や介護サービス事業所、行政等が一体と

なって高齢者福祉の充実を図ります。 

○ 自宅に引きこもることなく外出する機会を増やし、高齢者の生きがいづくりと意欲の向上を

図り、心身機能の維持・向上に繋げます。 

○ 公共交通運賃の一部を助成することにより、日常生活の利便性の向上と社会活動の拡大を図

ります。 

  

Ʒ

Ʒ

Ʒ Ʒ

50.3

66.8

Ø Ù

19∞

Ů∞
(39 )

R7  

R1  
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ṕỆṖ  

重点プロジェクト： Ⱬ 

ǊǙ 

ǽ ǳǆǛ 

ӡ ╓ ȚȋȠȢȯɉǡ Ǟ Ǆ ═ Ǜ     ǱƷǛ ǝǜ 

ǡ ƿ ǿǾǻƹ  ╓ Țȋ ȅ ǊǙƷǀǱǌ¡ 

Ӣ ╗ ǥǛǽȅ ╓ǚ ƻǾǆǛƿǚǀǾǻƹ  ╓ ǡ ȅ

ǾǒǴ  Ƿ ȞɆºȨº ǝǜ  Ƿ ǡ ǡ

ȅ Ǟ ǊǙƷǀǱǌ¡ 

ӣ ╓Ȟɖɜǝǜǡ╔ ȅ ǽ ǐǡ ȅ ⱱǊǱǌ¡ 

Ӥ ǲ ǿǒ ╓ǚ↨ ǊǙ ǚǀǾǻƹ  ǡ ȅ ǌǾ

ǛǛǵǞ  ╓ǡ ǽ ȅ  ǊǱǌ¡Ǳǒטּ Ǟ ǽ ȅ

ǚ ƹǆǛƿ ǝ Ǟ Ǌ  ǽɁɔȺºȅ ǊǱǌ¡ 

ӥּנ Ǟǻǽ ƿ ǆƻǞǂǂǝǽ  Ǟ ȅ ǋǙƷǾ ȅ Ǟ 

ǡ Ǟ ǌǾ ȅ ǊǱǌ¡ 

Ӧ ǡ ȅ ǌǾ ȅ Ǌ  ǀƿƷǛ≥ ǡ Ƿ ǡ

ǡ ȅ ǽǱǌ¡ 

ӧ Șɒȿ ȅ ⱱǊ  ǝǜ Ƿ ǡ ǡ ȅ ǽǱǌ¡ 

ӨÔֿכ ╓ ÕǞ ǘǀ  ╗ ǥǛǽƿ ╓ǡ ȅ Ǟ

Ǌ  ╓ǡ╗╢ǛǊǙǡǗǝƿǽȅ ǔ ǄǾǆǛƿǚǀǾǻƹ ⱱǊǙƷ

ǀǱǌ¡ 

ө ◖ ǡ╗ ȅ Ǌ  ǡ ǡ Ƿ ǝ

ǡ ȅ ǽǱǌ¡ 

ǒǞ 

ǽ ǳǆǛ 

ӡ ǽ ÔƹǒȪɌɜÕȅ Ǌǒ ǡɒȍȿ ȅ ǊǱǌ¡

È É 
  

ƿ 

ǽ ǳǆǛ 

ӡ ȞºȼȢȅ Ǟ ǊǱǊǺƹ¡ 

Ӣ ⱱȞºȼȢȅ ǊǝƿǼ  ¤ ǫ Ǟ ǊǱǊנּ

Ǻƹ¡ 

 

ṕệṖ  

וֹ  È ū É È 17 É 

ǡ È É ũ  ũ  

ǽ ÔƹǒȪɌɜÕǡ︣   90ð 

ǫǡ נּ  13ð 20ð 

ⱱ ǡ

 
76ð 80ð 

ƽǚƾǄ ⱱ ǡ  84ð 90ð 
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וֹ

 
 

ỄṨỆḰ ךּצּ  

 

 

ṕểṖ  

○ 障がいのある人が住み慣れた地域で自立した生活を継続できるよう、障害福祉サービスの量

的・質的充実が求められています。 

○ 就労支援等により就労機会は拡大しているものの、一般就労への移行や就労定着が十分とは

いえない状況にあり、障がいのある人が能力や特性に応じて働き続けられる環境づくりと、社

会参加の促進が必要です。 

○ 地域での生活や社会参加を支える日中活動の場や支援拠点が十分に確保されておらず、サー

ビス提供体制の充実が課題となっています。 

 

ṕỄṖ  

˲◕ ϯрϾ˔Е˳ 

〇 障がい者福祉は、満足度が前回に比べて

高くなっているものの、他に比べてやや低

く、重要度は他に比べてやや高いことから、

更なる施策の充実が求められます。 

 

 

 

 

 

 

 

ṕễṖ ṕ  Ṗךּ

○ 地域の実情にあった障がい者支援施設を誘致することにより、障がい者と地域住民が共に支

え合う共生社会の実現を目指します。 

  

Ʒ

Ʒ

Ʒ Ʒ

50.3

66.8

Ø ƿƷ Ù

28∞

12∞
(39 )

R7  

R1  



Ḱ  

56 

ṕỆṖ  

ǊǙ 

ǽ ǳǆǛ 

ӡ ǲ ǿǒ ╓ ǚ  Ǌ↨ ǊǙ ǼǊǙƷǄǾǻƹ  ¤═ Ȟ

ºȼȢ  ¤ ǝǜ Ǟ ǝȞºȼȢȅ ǊǱǌ¡ 

Ӣ Ǟ ǌǾ ȅ  Ǌטּ ⱱǡ ȅ ǽǱǌ¡ 

ӣ  ═   ǡ Ʒ ǡ   ȅ ǽ  ƿƷ Ƿ ╓Ǜǡ

ȅ ǌǾǛǛǵǞ  ╓ ǡ ǘǂǽȅ ǴǱǌ¡ 

Ӥ ƿƷǞ ȂǼǍ ǈǱǉǱǝ ǚǡ סƿּנּ ǛǝǾǻƹ  ⱱ

ǡ Ǟ ǴǱǌ¡ 

ӥ Ǟ ǌǾ ƿƷ ǡ סƿּנּ ǛǝǾ ╓

ǡ ǡǒǴ  ╓ ǫǡ┌ ȅ ǊǱǌ¡ 

ǒǞ 

ǽ ǳǆǛ 

ӡ ƿƷ ⱱ ǡ Ǟ ǽ ǲǱǌ¡ 

  

ƿ 

ǽ ǳǆǛ 

ӡ ƿƷǡ ǞƾƾȂǼǍ  ǵƿ Ǟ Ǜ ȅ Ǌ ƻ ƷǱǊ

Ǻƹ¡ 

 

ṕệṖ  

וֹ  È ū É È 17 É 

ƿƷ ⱱ  Ŧ￼  ŧ￼  

ǡ È ╓ ǫ

ǡ┌ ȅ É 
29  25  
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וֹ

 
 

ỄṨệḰ  

 

 

ṕểṖ  

○ 高齢化率の上昇や医療技術の高度化、疾病の構造変化により一人あたり医療費は全道・全国

と比較して高額となっており、医療費の適正化が図られるよう、被保険者の健康保持・増進に

取り組む必要があります。 

○ 民生委員・児童委員や関係機関との連携を密にし、援護を必要とする世帯の的確な把握と相

談体制を継続する必要があります。 

○ 国民健康保険は令和 12年度より北海道が示す統一保険料となり、保険料の引き上げが見込

まれることから、加入者の負担軽減を図る必要があります。 

 

ṕỄṖ  

˲◕ ϯрϾ˔Е˳ 

〇 社会保障制度は、満足度が前回に比べて

高くなっているものの、他に比べて低く、更

なる施策の充実が求められます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ṕễṖ ṕ  Ṗךּ

○ 医療費の適正化が図られるよう、被保険者の健康保持・増進に取り組みます。 

○ 市民が安心して相談できる体制を整えます。 

○ 保険税率の維持に努めます。 

  

Ʒ

Ʒ

Ʒ Ʒ

50.3

66.8

Ø Ù

26∞

19∞
(39 )

R7  

R1  



Ḱ  

58 

ṕỆṖ  

ǊǙ 

ǽ ǳǆǛ 

à ¤ ═ á 

ӡ ¤   ǡ ȅ Ǟ Ǌ  ǡ

ǘǂǽȅ ǊǱǌ¡ 

Ӣ ǦǞ ╓ Ǜ ȅ ǽ  ǡ↨ Ǟטּ ǴǱǌ¡ 

à á 

ӣ ≠╢¤ ≠╢Ƿ Ǜǡ ȅ ǞǊ ⱱ ȅ ǛǌǾ ǡ

ǝ №Ǜ ǡ ȅ ǽǱǌ¡ 

Ӥ ǡ ȅ ǌǾǒǴ  Ƿ

ǝǜ  ⱱ ǡ Ǜ ȅ ǊǱǌ¡ 

ӥ ǡ ¤ ȅ Ǌ ↨ ǝ ȅ ǊǱǌ¡ 

ǒǞ 

ǽ ǳǆǛ 
» 

  

ƿ 

ǽ ǳǆǛ 

ӡ ȅ ǊǱǊǺƹ¡ 

Ӣ ǽǇǛǢ ƻǍ ƾǞ ǊǱǊǺƹ¡ 

 

ṕệṖ  

וֹ  È ū É È 17 É 

 46.1ð 60ð 

 16.4ð 20ð 

È ȅ ǂÉǡ  32ð 40ð 

 

 

  

 



                                                 

59 

 
 

וֹ

 
 

ễ ּט תּ  

ểḰ שּ  
 

ểṨểḰ ḱ  

 

 

ṕểṖ  

○ 地域のつながりの希薄化、共働き世帯の増加や家事や子育ての負担の偏りなど、子どもを育

てる家庭環境の変化や課題は多様化しています。 

○ 子育ての経済的・精神的負担が考えられます。 

○ 近年の人口減少や少子化等社会環境の変化に伴い、子どもの生活習慣の欠如や規範意識の不

足が問題となっています。 

○ 人口減少に加え少子化により、児童数は減少していますが、児童館や放課後児童クラブ（学

童保育）など子どもの居場所づくりを充実し、健全育成活動を推進するため、令和８年４月開

設のこども未来地域交流センターを有効活用しながら、教育環境を充実させていくことが重要

となっています。 

○ 心と体の発達基礎を形成する重要な時期である幼児期から幼保小接続期までの期間は、教育

の出発点となる家庭を取り巻く環境を整えることや、家庭と連携して健やかな育成に努めるこ

とが必要です。 

○ 需要と供給のバランスを考慮しながら多様な子育て支援策の検討が必要です。 

 

ṕỄṖ  

˲◕ ϯрϾ˔Е˳ 

〇 子育て支援は、満足度が前回に比べて高

くなっているものの、重要度は他に比べて

やや高いことから、更なる施策の充実が求

められます。 

〇 幼児教育は、満足度が高く、重要度は他に

比べてやや低いことから、現状の維持が重

要です。 

˲ϘκξΨϤ◕ ᵓṳ˳ 

〇 「歌志内の将来デジタルまちづくりにつ

いて必要な取組」の方向性の一つが「デジタ

ル活用による生活向上」であり、そのなかで

は、デジタルを活用した子育て環境の充実

が挙げられました。 

〇 「子どもも高齢者も誰もが歌志内に住み

続けてもらうためのまちづくりについて必

要な取組」の方向性の一つが「人と人のつな

がりが強いまちづくり」であり、具体策とし

て、子育てカフェや地域カフェ（市民保育）

が挙げられました。 

Ʒ

Ʒ

Ʒ Ʒ

50.3

66.8

Ø ╔Ǚ ⱱÙ

Ů∞

13∞
(39 )

Ø ╔Ù

ŭ∞

20∞
(39 )

R7  

R1  
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ṕễṖ ṕ  Ṗךּ

○ 不妊に悩む方の経済的負担の軽減を図ります。 

○ 妊娠期から子育て期における切れ目のない支援を行います。 

○ 子育て用品購入費の補助や子育て用品のレンタル事業の実施により、経済的負担の軽減を図

ります。 

○ こども未来地域交流センターにおいて、放課後、一度帰宅せずに施設利用ができる仕組みづ

くりを実施します。 

○ ALT（外国語指導助手）等を認定こども園に派遣し、幼児期から英語に親しむ機会を設ける

ことにより、就学後における英語学習への円滑な移行と国際理解の促進につながる環境づくり

を推進します。 

○ 幼児期及び幼保小接続期のコミュニケーションや運動など教育の質的向上を目指し、認定こ

ども園と歌志内学園、家庭と連携しながら、育成及び教育環境の充実に取り組みます。 

○ 子育て世帯の意見を聞きながら、特色あるオンリーワンの子育て支援の充実を目指します。 

 

ṕỆṖ  

重点プロジェクト： Ⱬ 

ǊǙ 

ǽ ǳǆǛ 

ӡ Ǜ ǡ ȅ Ǌ  Ǟ ǳ ǡ

ǡ ȅ ǽǱǌ¡ 

Ӣ ╔      ǝǜ ȅ Ǌ  Ƿƾǝ ¤

¤╔ ǫǡ ⱱǞ ǽ ǲǱǌ¡ 

ӣ Țȋ Ǟǻǽ  ǡ Ƿ ↨ǡ ȅ ǽǱǌ¡ 

Ӥ ╔Ǚ ǡɕɜȨɔǷ ǡ ǝǜ  ǝ ȅ ǽǱǌ¡ 

ӥ ǜǵǡ ǘǂǽǡ ǡǒǴ Ƿ ȘɒȿÈ ╔É

ȅ ǊǱǌ¡ 

ӦALTÈ É ȅ ǆǜǵⱧǞ ǊǱǌ¡ 

ӧÔֿכ ǜǵ¤ ╔Ǚ ⱱ ÕǞ ǘǀ  טּ Ƿ ╔Ǚּק

ǫǡ ⱱǡǒǴ  ȅ Ǟ ǊǱǌ¡ 

Ө Ǜǡ Ǟǻǽ  Ƿ ǡ ȅ ǽǱǌ¡ 

ө ╔Ǚǡ ǘǂǽǷ ╓ǚǡ╔ ⱱ ǘǂǽȅ Ǵ  ǡ ȅטּ

ǊǱǌ¡ 

ӪǥǛǽ קּ ǡ ↨ ǡǒǴǞ ǡ ȅ ǽǱǌ¡ 

ӫ ǆǜǵⱧǡ◖☺ Ⱬ ╔ ╗ ƾǽ  ╔Ǚ ⱱȤɜȨºǝǜǡ

Ǟ ǽ ǲǱǌ¡ 

ǒǞ 

ǽ ǳǆǛ 

ӡ ǡ ȅ ǊǱǌ¡ 

Ӣǆǜǵ ǚǵ Ⱨ Ǟ ǽ ǲǱǌ¡ 

ӣ ǜǵּק ȤɜȨºǡ ȅ ǴǱǌ¡ 

Ӥ ╔Ⱨ Ǟ ǽ ǲǱǌ¡ 

ӥ ¤ ƿ╗ ǎǍǛǵǆǜǵ ╓ ȤɜȨº ǞƵǾ

Ƿ ȅ ǚǀǾ ǲǘǂǽȅ ǊǱǌ¡ 
  

ƿ 

ǽ ǳǆǛ 

ӡ    ╔ ǞǗƷǙǡ ȅ ǴǱǊǺƹ¡ 

Ӣ ȅ ǄǱǊǺƹ¡ 

ӣ ǽǇǛǢ ƻǍǞ ǊǱǊǺƹ¡ 

Ӥ ƿ ǖǙƷǾ ╔Ǚ ȅ ǊǱǊǺƹ¡ 

ӥ ȞºȼȢȅ ǊǱǊǺƹ¡ 
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וֹ

 
 

ṕệṖ  

וֹ  È ū É È 17 É 

ƿ 12 ǡ  100ð 100ð 

Ũ  83.3ð 100ð 

Ũ ǚǳǊ ƿǝƷ ǡ  100ð 100ð 

╔Ǚ ǡ ÈȋɜȚºȱ É 

È É 
53.2ð 65.0ð 

╔Ǚ ǡ ÈȋɜȚºȱ É 

È É 
51.7ð 65.0ð 

ǆǜǵⱧ  34  30  

╔Ⱨ È É  30  

È É 1,334  
13,000  

ÈR8 R17 É 

ȘɒȿÈ ╔É  

È É 
844  

8, 000  

ÈR8 R17 É 

ALTÈ Éȅ ǆǜǵⱧǞ

ÈALT ÉÈ É 
Ŧ  

10  

ÈR8 R17 É 
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ểṨỄḰ  

 

 

ṕểṖ  

○ グローバル化やデジタル化、AIの進展によって，子どもたちがこれから直面する社会は、こ

れまで以上に変化のスピードが増しています。 

○ 従来からの「生きる力」の育成に加え、変化への柔軟な適応力や、個別最適な学びと協働的

な学び、情報活用能力の向上が求められています。 

○ 本市においては少子化が進み、令和３年度には義務教育を一貫して行うことができる義務教

育学校を設立しました。このことにより、小・中の連携を重視した学力や体力向上対策を推進

するとともに、放課後や長期休業を活用して個に応じた学習サポートの充実を図るなど、基礎

学力を向上させる取り組みを行う必要があります。 

○ 特別支援教育については、対象となる障がいのある児童・生徒一人ひとりに寄り添った適切

な支援が受けられるよう保護者、医療、福祉及び各教育機関が連携し、教育環境の整備を行う

必要があります。 

○ 学校給食について、施設の老朽化は否めませんが、味については児童生徒に評判が良く、栄

養教諭による栄養指導はもとより、適切な食習慣を身に付けることによる学習環境を整える教

育を実施する必要があります。 

○ 放課後児童対策については、義務教育学校と同じ敷地に令和８年度から運用開始するこども

未来地域交流センターにて、子育て世帯の保護者のニーズに対応する必要があります。 

○ 学校の運営は、保護者と教員だけではなく地域の協力も必要であるため、学校、家庭、地域、

行政が連携、協力して運営し、地域全体で子どもを育てていく必要があります。 

 

ṕỄṖ  

˲◕ ϯрϾ˔Е˳ 

〇 学校教育は、満足度が前回に比べて高く、

重要度は他に比べて低いことから、現状の

維持が重要です。 

˲ϘκξΨϤ◕ ᵓṳ˳ 

〇 「歌志内の将来デジタルまちづくりにつ

いて必要な取組」の方向性の一つが「デジタ

ル活用による生活向上」であり、そのなかで

は、デジタルを活用した子育て環境の充実

が挙げられ、具体策として、児童・生徒に一

人一台あるデジタル端末の更なる活用が挙

げられました。 

 

ṕễṖ ṕ  Ṗךּ

○ 個性豊かな人格と社会環境に適応できる能力を育成するため、学校と家庭、地域社会と連携

し、児童・生徒の指導を図ります。 

○ 義務教育学校開設に伴い、義務教育９年間の一貫した指導の実施、前期課程（１～６年生）

への、中学校免許を持つ教員の専科授業による授業内容の充実を継続するとともに学力・体力

向上対策の推進に努めます。 

Ʒ

Ʒ

Ʒ Ʒ

50.3

66.8

Ø ╔Ù

Ū∞

24∞
(39 )

R7  
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וֹ

 
 

○ コミュニティ・スクール（学校運営協議会制度）事業の充実により、地域ぐるみで学校を支

援する体制の継続に努めます。 

○ ALT（外国語指導助手）を義務教育学校に派遣し、前期課程から授業に取り入れることによ

り、英語でのコミュニケーション能力の向上、英語検定受験の推進等国際社会に対応できる教

育を推進します。 

○ ICT教育の拡充を図るため、ICT支援員の派遣等教職員の研究・研修体制の充実に努めます。 

○ いじめや不登校等の未然防止や早期発見・早期対応を図るため、学校や関係機関との連携体

制や相談体制の充実に努めます。 

○ 教材、給食費、修学旅行費などの助成事業を継続し、教育費に関する保護者負担の軽減を図

ります。 

○ 放課後や長期休業を活用し、個に応じた学習指導の充実や、公的学習塾の継続等基礎学力の

向上に取り組みます。 

○ 青少年センターや子ども会育成者連絡協議会の活動を促進し、児童・生徒の非行防止と健全

育成に努めます。 

○ 急速に普及するAI技術に対応するため、人型ロボットを教材に活用し、スマートロボット、

IoTが普及する時代に生きる子どもたちの育成を図ります。 

○ 郷土愛を育むために、市の成り立ちや地域資源を生かした教育環境の充実を図ります。 

 

ṕỆṖ  

重点プロジェクト： Ⱬ 

ǊǙ 

ǽ ǳǆǛ 

ӡ ǡ שּ ǡ ǽ ǿǷ ¤ ǡ ¤ Ǟ ǽ

ǲǱǌ¡ 

Ӣ♣ ǚǡȜɈɎȴȚºȠɐɜ ǡ Ǟǻǽ Ǟ ꞌǚǀǾ ȅ

╔ ǌǾǒǴ È ╔ Éȅ ǊǱǌ¡ 

ӣ ǡ ȅ ǼǊ  ǡ Ʒ ȅ ǌǾǒǴ  ǡ

ȅטּ ǊǱǌ¡ 

Ӥ ǡ ȅ ǼǌǒǴ  ⱱ ȅ Ǌ

Ǳǌ¡ 

ӥǻǽ ǡ Ʒ ȅ ǄǾ ȅ ƻǾǒǴ ǞǻǾ ╢ È

ǡ ÉǞ ǴǱǌ¡ 

Ӧ ╓ǃǾǲǚ ȅ ⱱǌǾǒǴ ȜɈɎȴȯȌ¤ȢȘºɔÈ ◖☺

É ǡ ȅ ǽǱǌ¡ 

ǒǞ 

ǽ ǳǆǛ 

ӡ♣ ǚǡȜɈɎȴȚºȠɐɜ ǡ Ƿ Ǟǻǽ șɖºȹɔǝ

ȅ╔ ǌǾǒǴ È ÉǞ ǽ ǲǱǌ¡ 
  

ƿ 

ǽ ǳǆǛ 

ӡ ☺ǫ ȅ ǔ  ╔ ǝǜ Ǟ ǊǱǊǺƹ¡ 

 

ṕệṖ  

וֹ  È ū É È 17 É 

¤  60  60  

╢ È ╢Ŧ ǳÉ 23  22  

ÈȔȬȜǢ  ⱱ É 12ÈŨÉ  11ÈŧÉ    
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ỄḰ אלפּ שּ  
 

ỄṨểḰ  

 

 

ṕểṖ  

○ すべての子を持つ親にとって子育てがしやすい環境を整えていくことはもちろんのこと、保

護者を対象とした学習機会の設定や、地域で子どもを育む機会の創出など、一歩踏み込んだ支

援を行うことが必要になっています 

○ 成人期は、家庭や職場、地域などにおいて中心的な役割を担っており、「仕事が忙しい」とい

う理由で社会教育事業への参加者も少なくなっています。しかし、現代的な課題を解決するた

めには、より高度な充実した学習が必要であるとともに、やがて迎える高齢期において生きが

いのある生活を送ることができるよう、さまざまな学習が必要となってきます。 

○ 多くの高齢者は成人者としての役割も担わなければならないため、地域のボランティア活動

などを通し、積極的に社会参加や地域交流を図り、知識や技能などの経験値の高さを活かすこ

とができるよう、その機会拡充を図る必要があります。 

○ 市民講座「チロル学園」について、身近で関心の高いテーマを重視した学習内容、成人と高

齢者の趣味・娯楽等を通じた交流機会の促進、生きがいづくりの場を提供できるよう様々な活

動を推進してきました。 

 

ṕỄṖ  

˲◕ ϯрϾ˔Е˳ 

〇 成人学習、高齢者学習、社会教育施設は、

いずれも他に比べて満足度がやや高く、重

要度は低いことから、現状の維持が重要で

す。 

˲ϘκξΨϤ◕ ᵓṳ˳ 

〇 「歌志内の将来デジタルまちづくりにつ

いて必要な取組」の方向性の一つが「デジタ

ル活用による生活向上」であり、そのなかで

は、デジタルの活用に向けた高齢者への学

習機会の提供が挙げられました。 

 

ṕễṖ ṕ  Ṗךּ

○ 社会教育講座の充実、さらには学び続けることで、知識やスキルを深め、自己実現を図りま

す。 

○ 地域に根ざした学習活動として、地域の特性や課題に即した学びを提供することで、地域社

会の活性化に貢献するよう努めます。 

 

  

Ʒ

Ʒ

Ʒ Ʒ

50.3

66.8
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וֹ

 
 

ṕỆṖ  

重点プロジェクト： Ⱬ 

ǊǙ 

ǽ ǳǆǛ 

ӡ ╔Ǚ Ǟ ǝ ǛǛǵǞ  ǝ ǚǡ ǡ ȅ

ǽǱǌ¡ 

Ӣ Ƿ ȅ╔ ǌǾǝǜ  ǡ ǡ Ǟ ǴǱǌ¡ 

ӣ ƿ  ǊǷǌǂ ƾǗנּ ǝȴºȣǞꞌƻǼǿǾ ȅ Ǌ

Ǳǌ¡ 

ӤƹǒǲȆ ÔȪɖɔ ⱧÕǞǗƷǙ ǻǽ ǡƵǾǵǡǛǝǾǻƹ

ǡ ȅ ǽǱǌ¡ 

ǒǞ 

ǽ ǳǆǛ 

ӡǆǜǵ ╓ ȤɜȨºȅ Ǵ ╔ ȅ ǊǝƿǼ 

ǝ Ǜ ¤ Ǌ  ǡȴºȣǞ ꞌǊǒ Ǧǡ Ƿ  

ǡ ȅ ǽǱǌ¡ 
  

ƿ 

ǽ ǳǆǛ 

ӡ ǚ ȂǿǾ ǫ Ǟ  ¡ǊǱǊǺƹנּ

 

ṕệṖ  

וֹ  È ū É È 17 É 

╔ ¤ ǡ  16  16  

ÔȪɖɔ ⱧÕ נּ  23  200 ÈR8 R17 É 
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ỄṨỄḰ ḱ ḱ ṇ  

 

 

ṕểṖ  

○ 文化連盟加入サークルは、ここ 10年間で４分の１ほどに減少し、新規サークル数の減少に

加え、現サークルの高齢化が課題となっています。シニアの中心を形成していた団塊世代も80

歳代となり新たな年齢層の加入や新規サークルの結成が、文化活動を活性化させるうえで必要

となっています。 

○ 気軽にスポーツに親しむことのできる環境づくりのため、近隣市町との施設の共同利用を進

めていくことが重要となっています。 

 

ṕỄṖ  

˲◕ ϯрϾ˔Е˳ 

〇 芸術・文化、スポーツは、いずれも他に比

べて満足度がやや低く、重要度は低いこと

から、継続的な施策の充実が求められます。 

˲ϘκξΨϤ◕ ᵓṳ˳ 

〇 「市民の幸福度の向上につながるまちづ

くりについて必要な取組」では、笑顔がある

ことが幸せであり、楽しいきっかけをつく

るさまざまなイベントの重要性が挙げられ

ました。 

 

 

ṕễṖ ṕ  Ṗךּ

○ 芸術や文化に触れることで、感性や創造力を養うことを目指します。 

○ 誰もが気軽に参加できるスポーツ活動を増やし、運動不足の解消を目指します。 

○ 生活習慣病の予防やメンタルヘルスの向上を図ります。 
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וֹ

 
 

ṕỆṖ  

ǊǙ 

ǽ ǳǆǛ 

ӡ ȞºȘɔǡ ǞǗƷǙ  Ƿ◖☺ǡ ⱱǝǜǞ ǴǱǌ¡ 

Ӣ ǡ ȅ Ǌ  ¤ טּ ǡ ȅ ǽǱǌ¡ 

ӣ ȅטּ ǌǾǒǴ  ǝ ȅ ǌǾǛǛǵǞ ɅɒɜȯȌȋǡ

ȅ ǝƿǼ ǡ Ǟ ǴǱǌ¡ 

Ӥ Ǜ ȢɆºȭ ǡ ȅ ǊǱǌ¡ 

ǒǞ 

ǽ ǳǆǛ 

ӡɋɔȬȘǝǜǡȴɎºȢɆºȭǞǗƷǙǵ ǊǝƿǼ  Ǟ ǝǂ 

ǌǬǙǡ ƿ ǝȢɆºȭǞ Ǌǲ ƽ ƷǞ ǌǾǆǛƿǚǀǾǻ

ƹ  ǡ Ƿ Ǟ ǽ ǲǱǌ¡ 
  

ƿ 

ǽ ǳǆǛ 

ӡȢɆºȭȍɂɜȱǝǜǡ ǫ Ǟ  ¡ǊǱǊǺƹנּ

 

ṕệṖ  

וֹ  È ū É È 17 É 

ȞºȘɔ È É 14  14  

ƿ ǚǀǾנּ ȢɆºȭ  ŧ  ŧ  

È É 3,829  4,000  

ȢɆºȭ ǡ Èǆǜǵ ╓

ȤɜȨº¤ ÉÈ É 
1,699  1,500  
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ỄṨễḰ  

 

 

ṕểṖ  

○ 誰もが生き生きと暮らすことのできる多様性と活力のある社会を築いていくためには、お互

いの人権を尊重し、責任を分かち合い、家庭や職場、地域社会など、あらゆる場面で個性と能

力を十分に発揮できる男女共同参画社会の実現が不可欠です。 

しかし、全国的に性別による固定的な役割分担意識や女性に対するさまざまなハラスメント、

ＤＶといった暴力など、解決しなければならない課題があります。 

○ 男女共同参画社会の実現に向けては、「男女」にとどまらず、年齢、国籍、性的指向・性自認

（性同一性）に関すること等も含め、幅広く多様な人々を受け入れ尊重し、全ての人が幸福を

感じられる環境の形成が重要です。 

 

ṕỄṖ ṕ  Ṗךּ

○ 自らの意思に基づき、家庭外の職場や学校、地域社会などあらゆる分野で活動できるように

します。 

 

ṕễṖ  

重点プロジェクト： Ⱬ 

ǒǞ 

ǽ ǳǆǛ 

ӡ ¤≠╢ ǫǡ ǡ ȅ ǊǱǌ¡ 

Ӣ Ƿǐǡ ǡ ȅ ǊǙ Ƿ ȅ Ʒ 

≥ ǡ ȅ ǽǱǌ¡ 
  

ƿ 

ǽ ǳǆǛ 

ӡ   קּ    ╓ǝǜǡƵǼǹǾ ǚ ǐǿǑǿǡ ƿ ǚǀ

Ǿ ȅǗǂǽ ╗ ǥǛǽǡ ǝ ǀ ȅ ǊǱǊǺƹ¡ 

 

ṕỆṖ  

וֹ  È ū É È 17 É 

ǚǡ Ƿ È É Ŧ  Ŧ  

≠╢Ǟ ǴǾ ǡ  20.9ð 30.0ð 
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וֹ

 
 

ỄṨỆḰ ṇ  

 

 

ṕểṖ  

○ 全国的な傾向として外国人労働者が増加しており、国際化の流れも相まって本市においても

ここ数年で市内事業者の働き手として多くの外国の方が転入してきています。 

○ 国際化の動きは、観光や文化、スポーツなどさまざまな分野で大きく進展しており、北海道

をはじめ、近隣市町においてもアジア諸国をはじめとする外国人観光客が増加しています。 

○ 言語や文化の違いなどからトラブルが生じている事例もあり、今後本市においてもトラブル

事案の発生が懸念されます。 

○ 市民に対して平和意識の普及･啓発を推進しており、原水爆禁止世界大会参加者に対し補助

金を交付していますが、参加者が少ないためさらなる周知活動が必要です。 

 

ṕỄṖ  

˲◕ ϯрϾ˔Е˳ 

〇 非核平和運動は、満足度がやや低く、重要

度は低いことから、継続的な施策の充実が

求められます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ṕễṖ ṕ  Ṗךּ

○ 外国人と接する機会が増加していることから、市民と外国人が相互に理解し合い、住みやす

い環境づくりを推進します。 

○ 本市の働き手不足の解消に向け、外国人受入に関する対応のほか、言語の違い、文化や習慣

を理解し、柔軟に対応できる方法について検討します。 

○ 平和意識の醸成に向け、啓発活動を推進します。 
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ṕỆṖ  

ǊǙ 

ǽ ǳǆǛ 

ӡ ǡ  ǝǜטּ ȅ ǷǌƷ Ǟ ǴǱǌ¡ 

Ӣ Ǧ ǝǜǞǻǽ Ǜƹǡ ȅ ƷǱǌ¡ 

ӣ נּ Ǟ ǌǾ ǡ ǞǗƷǙ ȅ ƷǱǌ¡ 

ǒǞ 

ǽ ǳǆǛ 

ӡ Ƿ ǝǜǡ┴ƷǞǻǾȱɒȿɔטּ Ƿ ǡ Ǆ ǿ

Ǟ ǊǙ  Ǟ ǽ ǲǱǌ¡ 
  

ƿ 

ǽ ǳǆǛ 

ӡ ǊƷ ȅ ǖǙ  ȅǊǱǊǺƹ¡ 

Ӣ זּ Ǧ ǞƽǄǾ ǛƹȅǊǱǊǺƹ¡ 

 

ṕệṖ  

וֹ  È ū É È 17 É 

טּ ǞǗƷǙǡ È É ť  Ŧ  

נּ Ǟ ǌǾ

ǡ È É 
ť  Ŧ  
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וֹ

 
 

Ệ ּנ  

ểḰ טּ ︣ שּ  
 

ểṨểḰ  

 

 

ṕểṖ  

○ 各種観光資源の高付加価値化による、魅力的な体験型観光の需要が高まっています。 

○ 外国人観光客の増加がみられるなか、より満足度を高めるために多言語表記や施設の機能充

実に取り組む必要があります。 

○ 行政主体ではなく、各観光施設やイベントを統括する団体の組成に取り組む必要があります。 

○ かつて炭鉱で栄えた歴史を背景に、旧上歌会館（悲別ロマン座）をはじめとする炭鉱遺産や、

四季折々の自然景観など、他地域にはない観光資源を有しています。 

 

ṕỄṖ  

˲◕ ϯрϾ˔Е˳ 

〇 観光産業振興は、満足度が前回に比べて

高くなっているものの他に比べて特に低く、

重要度は最も高いことから、早期の対応が

求められます。 

˲ϘκξΨϤ◕ ᵓṳ˳ 

〇 「観光・福祉など歌志内の産業について必

要な取組」では、歌志内市の知名度拡大に向

けて、観光をメインに取り組むことが挙げ

られ、そのなかでは、「市民が主役」の観光

づくりやボランティア団体を立ち上げが挙

げられました。 

 

ṕễṖ ṕ  Ṗךּ

○ 観光資源のネットワーク化、高付加価値化とホスピタリティの向上により交流人口の拡大を

図り、賑わいのあるまちづくりを目指します。 

  

Ʒ

Ʒ

Ʒ Ʒ

50.3
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Ø Ù
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Ŧ∞
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ṕỆṖ  

重点プロジェクト： Ⱬ 

ǊǙ 

ǽ ǳǆǛ 

ӡ ƵǾ ȅ Ǌ  ȅ ǴǱǌ¡ 

Ӣ ǡ ȅ ǌǾǒǴ  Ǧ ǡ Ǟ ǴǱǌ¡ 

ӣ ǞǻǾ ǒǝ ǡ ¤ ȅ ǊǱǌ¡ 

Ӥ ǡ ¤ Ƿ ¤ ǝǜȅ ƾǊǒ ¤ȍɂɜ

ȱ ǡ ǽ ǲȅ ǊǱǌ¡ 

ӥ ╓ ǡȶȬȱɘºȘּטȅ ǊǱǌ¡ 

Ӧ ǡɓȋɔȨȍɉּטǷ טּ ǞǻǾ Ǜ ǞǻǾ

ȅ ǊǱǌ¡ 

ӧ ǡ Ǧ Ǆ ǛǊǙǡ Ǟ ǽ ǲǱǌ¡ 

ǒǞ 

ǽ ǳǆǛ 

ӡ ǡ Ǟ Ǆ ǽ ǲǱǌ¡ 

  

ƿ 

ǽ ǳǆǛ 

ӡ ǞǻǾ ǡ Ǟ ǽ ǲǱǊǺƹ¡ 

Ӣ ǡ Ǟ ǽ ǲǱǊǺƹ¡ 

 

ṕệṖ  

וֹ  È ū É È 17 É 

 227,572  300,000  

 

  

  



                                                 

73 

 
 

וֹ

 
 

ểṨỄḰ  

 

 

ṕểṖ  

○ 地域経済の柱となる産業に乏しい本市において、雇用の場の維持・創出のためには多角的な

産業構造を生み出す必要があり、製造業にこだわらない幅広い産業を対象に企業誘致活動を展

開し、多角的な産業構造を形成することが大きな課題となっています。 

○ 車を持たない高齢者にとって買物の不便さが深刻な問題です。しかし近年、スーパーの進出

により買物環境は一定程度改善されています。 

○ ワイン用ぶどう栽培事業が民間事業者により運営され、順調に推移しています。 

 

ṕỄṖ  

˲◕ ϯрϾ˔Е˳ 

〇 新産業創造及び産業の育成・振興は、とも

に満足度が前回に比べて高くなっているも

のの他に比べて新産業創造は最も低く、重

要度はともに特に高いことから、早期の対

応が求められます。 

˲ϘκξΨϤ◕ ᵓṳ˳ 

〇 「観光・福祉など歌志内の産業について必

要な取組」では、歌志内市の知名度拡大に向

けて、観光をメインに取り組むこと、高齢に

なった時でも不安なく過ごせるまちづくり

をしていくことが重要であるので、歌志内

市の今後の発展に観光＋福祉を取り組むこ

とが挙げられました。 

〇 「歌志内の将来デジタルまちづくりにつ

いて必要な取組」の方向性の一つが、デジタ

ル環境の整備であり、環境整備をすること

で、テレワークの誘致が図れることが挙げ

られました。 

 

ṕễṖ ṕ  Ṗךּ

○ 多角的な産業構造を創出し、安定した雇用の場を確保します。 

  

Ʒ

Ʒ

Ʒ Ʒ
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ṕỆṖ  

重点プロジェクト： Ⱬ 

ǊǙ 

ǽ ǳǆǛ 

ӡ ȅǢǋǴ  ǒǝ Ǧ ǡ ȅ ǽǱǌ¡ 

ӢǈǱǉǱǝ ╓ Ƿ ȅ ƾǊǒ ǫǡ ⱱȅ ǊǱǌ¡ 

ӣ ǝǜ ⱱȅ ǊǱǌ¡ 

Ӥ ǡ לּנּ Ƿטּ   ǡ ǫǡ ǽ ǲȅ ⱱ

ǊǱǌ¡ 

ӥ ǡ ȅ ǡ♯ǚ Ǌ  ǡ♯ ȅ ǊǱǌ¡ 

ǒǞ 

ǽ ǳǆǛ 

ӡ ǝ ǽ ȅ Ǌǒ סּ ȑȶɔȗº ǡ ǝǜ 

סּ ȑȶɔȗºǡ Ǟ Ǆǒ ǡ ȅ ǊǱǌ¡ 
  

ƿ 

ǽ ǳǆǛ 

ӡ Ǟ Ǟ ǽ ǲǱǊǺƹ¡ 

 

ṕệṖ  

וֹ  È ū É È 17 É 

¤ È É ť  Ŧ  

 

  

  



                                                 

75 

 
 

וֹ

 
 

ểṨễḰ  

 

 

ṕểṖ  

○ 市内の多くの事業者で事業継承問題が発生していることが喫緊の課題となっています。 

 

ṕỄṖ  

˲◕ ϯрϾ˔Е˳ 

〇 雇用対策は、満足度が他に比べて特に低

く、重要度は特に高いことから、早期の対応

が求められます。 

˲ϘκξΨϤ◕ ᵓṳ˳ 

〇 「歌志内の将来デジタルまちづくりにつ

いて必要な取組」の方向性の一つが、デジタ

ル環境の整備であり、環境整備をすること

で、テレワークの誘致が図れることが挙げ

られました。 

 

 

ṕễṖ ṕ  Ṗךּ

○ 連合北海道歌志内地区連合会や商工会議所等の関係団体と連携して、雇用環境の充実に取り

組みます。 

 

ṕỆṖ  

重点プロジェクト： Ⱬ 

ǊǙ 

ǽ ǳǆǛ 

ӡ ƿƷ   ǡ Ǟ ǽ ǲǱǌ¡ 

Ӣ ǡ ǡ ȅ ǽǱǌ¡ 

ӣ Ǜ ȅ ǊǱǌ¡ 

Ӥ Ǟ ǽ ǲǱǌ¡ 

ǒǞ 

ǽ ǳǆǛ 

ӡ ǡ Ǟǻǽ  ǡ ¤ ȅ ⱱǊǱǌ¡ 

Ӣ ¤ ǡ ȅ  Ǌטּ ¤ ǡ ǝǜ ¤ וֹ ǝ

ǽ ǲȅ ǊǱǌ¡ 
  

ƿ 

ǽ ǳǆǛ 

ӡ ǡ╔ ǞǻǾ Ǟ ǽ ǲǱǊǺƹ¡ 

Ӣ ȤɜȨºǡ Ǟǻǽ  ¤ ǡ Ǟ ǽ ǲǱǊǺƹ¡ 

 

ṕệṖ  

וֹ  È ū É È 17 É 

ƹǒǊǝƷ ǡ ꞌⱱ ǡ 

 
 10 ÈƇ8 Ƈ17 É 

ǝƾǐǼǔ נּ  ŧ  20 ÈƇ8 Ƈ17 É 

 

  

Ʒ

Ʒ

Ʒ Ʒ
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ỄḰ ḱ וֹ ךּ שּ  
 

ỄṨểḰ  

 

 

ṕểṖ  

○ 本市では定住促進に向けて、新築住宅や中古住宅の取得、住宅改修などに対しての奨励金や、

子育て世帯等の移住応援助成金などの施策を進めてきました。 

○ 各種施策は移住促進への一定の効果があるものの、市民アンケートでは 30歳代以下の市外

への転居意向が居住意向を上回っており、若者・子育て世代への定住促進が求められる結果と

なりました。 

○ 市ホームページや移住定住関係イベントに参加するなど積極的にPR活動に取り組んでいま

すが、知名度やアピールポイントが少ないことから、移住者の大幅な増加には至っていません。 

 

ṕỄṖ  

˲◕ ϯрϾ˔Е˳ 

〇 定住化は、満足度が前回に比べて高くな

っているものの他に比べて低く、重要度は

特に高いことから、早期の対応が求められ

ます。 

˲ϘκξΨϤ◕ ᵓṳ˳ 

〇 「歌志内の将来デジタルまちづくりにつ

いて必要な取組」の方向性の一つが、デジタ

ル環境の整備であり、環境整備をすること

で、テレワークなど転入促進が図れること

が挙げられました。 

〇 歌志内に住み続けてもらうための方向性

としては「利便性の高いまちづくり」「人と

人のつながりが強いまちづくり」「コスパの

よいまちづくり」の３つで進めることが重

要であり、具体策の一つとして、空き家のリ

ノベーションとそれらの情報公開が挙げら

れました。 

 

  

Ʒ

Ʒ

Ʒ Ʒ

50.3

66.8

Ø Ùטּ

32∞
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R7  
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77 

 
 

וֹ

 
 

ṕễṖ ṕ  Ṗךּ

○ 若者・子育て・退職世代など幅広い世代のニーズに沿った定住促進制度を検討します。 

○ 移住定住関係イベントへ積極的に参加するとともに、PRの内容や方法について検討する必

要があります。 

○ 高齢者等が、いつまでも暮らし続けられる居住環境の整備を進め、定住につながるよう取り

組みます。 

○ 高齢化が進み、今後も空き家等が増えることが想定されるため、民間事業者の活用も視野に

入れつつ空き家の積極的な利活用について検討を進めます。 

○ 空き家バンク制度について、空き家等の登録者や空き家等を探している方にとってより利用

しやすい仕組みを構築します。 

 

ṕỆṖ  

重点プロジェクト： Ⱬ 

ǊǙ 

ǽ ǳǆǛ 

ӡ ǚƵǾÔǔǺǖǛ ǼǊ Õȅ ǊǱǌ¡ 

ӢUIJȨºɜǞǻǾ ǡ┌ Ǟ ǊǙ  Ƿ ǝǜȅ ⱱǊǱǌ¡ 

ӣ ǡ ǞǻǾ┌ ¤ ȅ ǽǱǌ¡ 

Ӥ ǀּקȹɜȘ ǡ Ǌȅ Ʒ  ǝ ǀ ¤ ǀּקǞǗƷǙ

ǫ ǚǀǾǻƹ ȅ ǽǱǌ¡ 

ӥ ȴºȣǞ ꞌǊǒ ǡ ǞǗƷǙ ǊǱǌ¡ 

Ӧ ¤ Ǟ ǌǾ ȅ ǊǱǌ¡ 

ӧ ╔Ǚ Ǟ Ǆǒ ǡƵǽ ǞǗƷǙ  ȅ ǴǱǌ¡ 

Ө ǡÔ ╓ƽǆǊ Õǡ ╢ ǡ ȅ ǊǱǌ¡ 

ө Ƿ Ǜ Ǌǒ  ǞƽǄǾ┌ ȖɌɜɃºɜ Ǟ נּ

ǊǱǌ¡ 

ǒǞ 

ǽ ǳǆǛ 

ӡ┌ ǡ ȅ ǽǱǌ¡ 

Ӣ Ƿ ǞǻǾ ǀּק ǝǜǞ ǽ ǲǱǌ¡ 

ӣ╗ ǡ Ǟ ǌǾ ǀּקǡ ȅ Ǆ ɓȷɂºȠɐɜǊǒƹƻǚ

ǌǾ ǡ ǲȅ ǊǱǌ¡ 

Ӥ ¤ ╔Ǚ¤ ǝǜ Ʒ ǡȴºȣǞⱲǖǒ ǞǗ

ƷǙ ȅ ǴǱǌ¡ 

ӥ ☺ ȅǲǝǊ È ╔Ǚ ǄÉǛǊǙǡ Ǟ ǽ

ǲǱǌ¡ 
  

ƿ 

ǽ ǳǆǛ 

ӡ ǝ ǀּקǞ ǌǾ ȅ Ǟ ȅǊǱǊǺƹ¡ 

ӢSNS ǞǻǾǱǔǡ PRǞ Ǟ ǽ ǲǱǊǺƹ¡ 

ӣɇȍɄºɉǡ ǞƽǄǾ ȅ Ʒ  Ǟ Ǆǒ ǽ ǲȅ

ǊǱǊǺƹ¡ 

 

ṕệṖ  

וֹ  È ū É È 17 É 

┌ ¤ È É

ǡ  
10  45 ÈR8 R17 É 

╔Ǚ Ǆ  ť  ŭ    



Ḱ  

78 

ỄṨỄḰ  

 

 

ṕểṖ  

○ 情報発信ツールとして、広報紙やホームページ、SNSなどを活用し情報発信を行っています

が、今後さらにインターネットを活用した情報媒体が多様化していく可能性があることから、

利用者の属性や扱われるコンテンツの種類、情報の拡散性など、各媒体の特徴を捉えながら新

たな情報発信ツールの活用を検討する必要があります。 

○ 高齢化率の上昇に伴い、一人暮らし、身寄りがないなどの問題を抱える高齢者が増加してお

り、見守りの強化が必要となっています。 

○ こども未来地域交流センター開設に伴い、コミュニティセンターを含め、社会教育施設をよ

り利用しやすくするための新しい仕組みづくりが必要となります。 

○ 学童保育室、児童館等を利用する子どもたちが、学校から帰宅せず直接こども未来地域交流

センターを利用できるための仕組みづくりが必要となっています。 

 

ṕỄṖ  

˲ϘκξΨϤ◕ ᵓṳ˳ 

〇 「歌志内の将来デジタルまちづくりについて必要な取組」では、「情報発信するための環境整

備」、「デジタル人材の発掘を行ったうえで、デジタルを活用していくこと」が重要であり、デ

ジタルの活用によって、子育てや高齢者の生活環境の充実が効果として挙げられました。 

 

ṕễṖ ṕ  Ṗךּ

○ 現在使用している情報発信ツールを活用しつつ、新たな情報発信ツールが導入できるよう調

査・検討を進めるとともに、今後、本市に見合ったデジタルの積極的な活用に努めます。 

○ 高齢者福祉の推進として、住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるように、限られた社

会資本のなかで、新たにICTを活用したまちづくり支援プラットフォームを導入し、高齢者の

孤独・孤立化を防止するとともに、見守りの強化、地域情報の発信、地域コミュニケーション

の創出等を図ります。 

○ 市民等が社会教育施設を利用しやすくなるよう、ICT技術を活用した環境整備を進めます。 

○ 保護者や学校が学童保育室、児童館等を利用する子どもたちの状況をスマートフォンなどで

確認できる、見守り体制の強化に取り組みます。 

 

  



                                                 

79 

 
 

וֹ

 
 

ṕỆṖ  

重点プロジェクト： Ⱬ 

ǊǙ 

ǽ ǳǆǛ 

ӡ ȅ ǼǊǝƿǼ ǡ ȭºɔȅ Ǌ  Ǟ ǴǱǌ¡ 

Ӣ ǡ ǞƽǄǾ Wi- Fi ȅ ǊǱǌ¡ 

ǒǞ 

ǽ ǳǆǛ 

ӡ ǝǜǡ ȅ ǞꞌǋǙ ǊǝƿǼ ȰȡȨɔ ǡȷȏȸȏȅ Ǘ

ȅקּ ƾǼ ǀ  ╓ ǡ╔ ȅ ǊǱǌ¡ 

Ӣ ɆºȨɔȋɀɓǝǜ ICTȅ Ǌǒ ǞǗƷǙ ¤

ȅ Ǵ  ǄǞ Ƿ  ȍɂɜȱ  ǀּק   ⱱ

ȅɓȋɔȨȍɉǚ ƾǽǷǌǂ ǊǱǌ¡ 

ӣ ǡ ȅ ǊǱǌ¡È É 

Ӥ Ŭ ǻǽ 75 ∙ ǚ ǌǾ Ǟ  ǽ Ôƹǒ

ȪɌɜÕȅ Ǌ  ǽǡ ȅטּ ǾǛǛǵǞ  ╓ ȅ ǊǱǌ¡ 

ӥǆǜǵ ╓ ȤɜȨº ǡ ȅǻǽ ǊǙƷǒǓǄǾǻƹǞ 

ȠȢȯɉȅ ǊǱǌ¡ 

Ӧ ╔   ȅ ǌǾ ǜǵǒǔǡ ȅ Ƿ ƿ ǚ

ǀǾ ȠȢȯɉȅ ǊǱǌ¡ 
  

ƿ 

ǽ ǳǆǛ 

ӡȍɜȨºȶȬȱȞºȼȢȅ Ǟ ǊǱǊǺƹ¡ 

ӢƹǒȪɌɜȅ ǊǱǊǺƹ¡ 

 

ṕệṖ  

וֹ  È ū É È 17 É 

ǽ ÔƹǒȪɌɜÕǡ︣ È É  90ð    

  



Ḱ  
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ỄṨễḰ ṇ  

 

 

ṕểṖ  

○ まちづくり等に関する情報は、広報紙やホームページのほか SNSを活用してわかりやすく

市民に提供するよう努めています。 

○ シティプロモーション活動については、移住定住関係イベントに参加するなど積極的に PR

活動を行っています。本市の持つ自然環境や炭鉱マチの歴史、文化など地域資源が豊富にある

反面、その資源を十分に活用し発信できていないことが課題となっています。 

○ 広聴活動については、町内会連合会との情報交換会や歌志内学園児童・生徒と市長が語る会

などのほか、さまざまな意見反映の場を設けてきました。市民への情報提供や意見・要望を把

握するため、多くの方々に参加いただきたいところですが、参加者が固定されつつあることが

課題となっています。 

 

ṕỄṖ  

˲◕ ϯрϾ˔Е˳ 

〇 広報広聴は、満足度が前回に比べて高く

なっているものの他に比べて低く、重要度

はやや高いことから、継続的な施策の充実

が求められます。 

˲ϘκξΨϤ◕ ᵓṳ˳ 

〇 歌志内に住み続けてもらうための方向性

としては「利便性の高いまちづくり」「人と

人のつながりが強いまちづくり」「コスパの

よいまちづくり」の３つで進めることが重

要であり、特に、SNSを使って住み続けて

もらうための情報発信に活用することが効

果的であることが挙げられました。 

 

ṕễṖ ṕ  Ṗךּ

○ 市内外からさまざまな意見・提案をいただき市政へ反映できるよう、皆さんに興味を持って

いただける情報発信・情報提供を行っていく必要があります。 

○ 市民の意向や提言などをできるだけ把握するため、引き続き各種広聴事業を開催するととも

に、世代やニーズに沿った形で市民が積極的に参加しやすい広聴事業を検討する必要がありま

す。 

○ 市民や地域資源が持つ魅力をより効果的に市内外に発信できるよう、PR方法について検討

していく必要があります。 

  

Ʒ

Ʒ

Ʒ Ʒ

50.3

66.8

Ø Ù

24∞

15∞
(39 )

R7  

R1  
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וֹ

 
 

ṕỆṖ  

重点プロジェクト： Ⱬ 

ǊǙ 

ǽ ǳǆǛ 

ӡ ɋȴȨºǝǜ ǂ≥ ȅ ǽ ǿǝƿǼ ȂƾǽǷǌǂ ǊǲǷǌƷ

ȅ ǊǱǌ¡ 

ӢɄºɉɃºȡǷ SNSǝǜȅ Ǌ  ƾǗ Ǟ  ȅ ǒǿǾǻ

ƹǝ ¤ Ǟ ǴǱǌ¡ 

ӣ Ǜǡ≥ ǡ ǝǜǞǻǽ  Ʒ≥ Ƿ ǡ ȅ

ǄǱǌ¡ 

Ӥ Ǜǡ ǡ ǝǜǞǻǽ  ǡ≥ ǡ ǝ №Ǟ

Ǵ  ǡ ȅטּ ǴǱǌ¡ 

ǒǞ 

ǽ ǳǆǛ 

ӡ ǂ ȅ Ǟ ǄǾǒǴ  ǒǝ ȭºɔǡ Ǟ ǽ ǲǱ

ǌ¡ 
  

ƿ 

ǽ ǳǆǛ 

ӡ ╓ǡ ȅ ƾǗ Ǟ ƷǱǊǺƹ¡ 

Ӣ ǞǢ≥ Ǟ  ¡ǊǱǊǺƹנּ

 

ṕệṖ  

וֹ  È ū É È 17 É 

ɄºɉɃºȡǫǡȋȘȤȢ È É 113,682ȋȘȤȢ 118,000ȋȘȤȢ 

Ǜǡ ǡ  

È É 
ũ  ũ  
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III Ḱ ǡ Ǟ ǄǙ 
 

  



Ḱ וֹ  

 

84 

ểḰ  

 

ṕểṖאל ︠ ︡  

本計画の推進にあたっては、市民にとって身近で分かりやすい情報発信を行い、施策に対する

浸透の促進に努めるとともに、子育て施策などの移住・定住関連施策や観光情報などについては、

市外の多くの人に情報が届くように、多様な情報媒体を活用した、タイムリーな情報発信をして

いきます。 

 

ṕỄṖ ḱ  

本計画を効果的に推進するためには、市民や事業所など多様な主体による協働が不可欠です。 

特に、人口減少が進むなかで地域の居住環境を維持するためには、地域住民同士が関わり合い、

主体的に活動していくことがより一層大切になっています。まちづくりを「他人ごと」ではなく

「自分ごと」として捉え、互いに支え合い・協力しながら活動していくことが大切であることか

ら、行政は積極的な情報提供と必要な支援を行います。 

 

 

ṕễṖ ṕSDGsṖ וֹ  

令和元年度に策定した歌志内市総合計画後期基本計画では、「持続可能な開発目標（SDGs）」

と連携して施策に取り組んできました。 

本計画においては、引き続き各基本施策とSDGs達成に向けた取り組みを関連付けながら、施

策を推進していきます。 
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וֹ

 
 

 

ỄḰ נּ  

 

ṕểṖ נּ  

本計画では目指すまちの将来像の実現に向け、基本目標や政策の達成を目指し、推進すべき施

策に基づく事務事業や取り組みを実行していきます。 

このため、計画の進行管理を行ううえで、「計画（Plan）、実行（Do）、評価（Check）、改善（Action）」

というPDCAサイクルで管理することにより、計画及び実行後の結果を評価し、改善策や次の施

策の展開につなげる効率的な管理サイクルを確立します。 

 

נּ ṕ ṇ Ṗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ṕỄṖ  

５年後の後期基本計画や 10年後の次期計画の策定にあたっては、各基本施策にて設定した成

果目標の進捗状況及び市民アンケート調査結果を踏まえ、PDCAサイクルにより計画の評価を行

い、次の計画へ反映していきます。 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

◙β 

Ϙκχ 

 

͙ｏ 

（実行） 

͘΄ͼͺ· 
（評価） 

͖ͺΒ΅ΌΊ 
（改善） 

ͥΈʹΊ 
（計画） 

●基本計画（前後期各５年間） 

〇実施計画（３年間、毎年ローリング） 

・目指すまちの将来像の実現に向け、

基本的な政策・施策の決定。 

・計画推進に必要な事業の選定や

優先順位などの方針を決め、予算

化。 

●基本計画の見直し 

〇実施計画の見直し 

・評価内容等に基づき、改善点などを

修正。 

・基本計画が掲げる各政策の方針に基

づく施策・事業等の実施。 

・政策ごとに定めた経過目標を基準に

進捗状況の評価。 

・推進すべき事務事業や取り組みなど

の評価。 
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●ỔỴở 

モノのインターネット（Internet of Things）の略で、身の回りの“モノ”がインターネッ

トにつながり、データの収集や制御を行う仕組みのこと。 

 

●ỔỎở  

教科書や副教材の内容をデジタル化し、電子黒板やスクリーンに表示して授業をした

り、生徒がタブレット型端末で読んだりできるようにしたもの。 

 

●  

将来における公営住宅等の適正な管理戸数を決定し、老朽化した公営住宅等ストックの

効率的かつ円滑な更新を図り、安全、安心な住宅供給と長期的活用を図ることを目的に

策定した計画。 

 

● ḱ  

子育て支援に関する施策の基本的方向を示すものであり、住民、認定こども園、学校、

事業者、関係団体、行政がそれぞれの立場において、子どもの育ちと子育て家庭の支援

に取り組むための指針となる計画。 

 

●  

本市の地域福祉を推進する基本計画であり、行政・市民・関係団体などの連携による地域

の支え合いによって、市民が地域の中で、安心して自立した生活を送ることができる「福

祉のまちづくり」を実現することを目的とした計画。 

 

● ṇ  

まちの将来像を実現するための土地利用や施設整備の方向性を示す計画。 

 

●  

今後の人口減少などの中で、持続可能で安全・安心して暮らせるコンパクトなまちづく

りを進めるための方針や施策を定める計画。 

 

●ỞộỞ 

ソーシャルネットワーキングサービス（Social Networking Service）の略で、登録され

た利用者同士が交流できるWebサイトの会員制サービスのこと。 

 

●  

移住者でも観光客でもなく、地域と多様に関わる人々のこと。 

 

● ṇ ṇ  

二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスの排出量を、植林や森林管理などによる吸収量

と差し引いて、実質的にゼロにすること。 
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↕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

●  

人口減少のなかにあっても一定のエリアにおいて人口密度を維持することにより、生活

サービスやコミュニティが持続的に確保されるよう、居住を誘導すべき区域。 

 

●  

行政による「公助」や自分自身で守る「自助」に対し、地域や住民同士が助け合うこと。 

 

●  

健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間のこと。 

 

●  

高齢者を６５歳以上とする場合、高齢期を前・後期２段階に区分し、７５歳以上を後期

高齢者としている。 

 

● ṇṕ ṇ Ṗ 

市が発行する広報紙に関し、市民からの意見を積極的に聴き、紙面づくりに反映させる

ために設ける制度のこと。 

 

●  

国民保護法に基づき指定行政機関、都道府県、市町村が策定しなければならない国民の

保護に関する計画。 

 

● ṇ 

地域における子育て支援の総合的拠点として、保育機能に加え、子育てサロンをはじめ

とするさまざまな子育て支援に関するサービスを提供する施設のこと。 

 

●  

地方公共団体の財政力を示す指数で、財政力指数が高いほど、財源に余裕があるといえ

る。1.0未満は国からの財政支援に依存していることを意味する。 

 

● ṇ  

マイナンバーカードを活用した自治体と住民との接点の多様化・充実化、窓口業務の改

善などを通じて、住民の利便性向上と職員の業務効率化を図ること。 

 

●  

地方公共団体の借入金（地方債）の返済額（公債費）の大きさを、その地方公共団体の

財政規模に対する割合で表したもの。 

 

● ṇ  

地域の魅力を内外に発信し、その地域へヒト・モノ・カネを呼び込み地域経済を活性化

させる活動のこと。 
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●  

環境への負荷を小さくするため、資源リサイクルなどを推進し、人間の活動により生じ

る物質を自然界の中で循環できるようにする社会のこと。 

 

● ṇ  

2050年にCO2（二酸化炭素）を実質ゼロにすることを目指す旨を首長自らがまたは地方

自治体として公表した地方自治体のこと。本市では、令和５年３月９日、令和１年第１

回定例市議会の市政報告において、市長が「歌志内市ゼロカーボンシティ宣言」を表明

した。 

 

●  

悪性新生物・心疾患・脳血管疾患など、不適切な食事や運動不足、喫煙、飲酒などの生

活習慣に起因すると考えられる病気のこと。 

 

●Society 5.0  

サイバー空間とフィジカル空間を高度に融合させたシステムにより、経済発展と社会的

課題の解決を両立する人間中心の社会。 

 

● ṇ  

異なる背景や特性を持つ個人が共存し、その違いを尊重し合うこと。 

 

●  

居住地域を同じくしている共同体のこと。「地域社会」 

 

●  

高齢者が可能な限り住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを人生の最期まで続けること

ができるよう、地域住民に対し、保健、医療及び在宅ケア、リハビリテーション等の介

護を含む福祉サービスを、関係者が連携・協力して、一体的・体系的に提供する仕組み

のこと。 

 

●  

災害対策基本法（第４０条）に基づき、各地方自治体（都道府県や市町村）の長が、そ

れぞれの防災会議に諮り、防災のために処理すべき業務などを具体的に定めたもの。 
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⌂ 

│ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

● ︣  

地方公共団体の財政の早期健全化、財政の再建、公共企業の経営健全化を目的とする法

律のこと。平成１９年６月に制定され、地方公共団体は、実質的な赤字や将来負担など

を示す健全化判断比率（実質赤字比率・連結実質赤字比率・実質公債費比率・将来負担

比率）と、各公営企業の資金不足比率を毎年度公表することが義務付けられている。財

政悪化が比較的軽度な場合は財政健全化団体に指定され、外部機関による監査を受け、

財政健全化計画を策定し、自助努力で健全化に取り組む。悪化が深刻で破綻状態とみな

される場合は財政再生団体（以前の財政再建団体）に指定され、国の管理下で財政再建

を目指すことになる。 

 

●DX 

デジタル・トランスフォーメーション（Digital  Transformation ）の略で、デジタル技術

の活用による新たな商品・サービスの提供、新たなビジネスモデルの開発を通して、社

会制度や組織文化なども変革していくような取り組み。 

 

● כֿ  

就学前の子どもに幼児教育・保育を提供するとともに、地域における子育て支援を備え

る施設のこと。幼保連携型・幼稚園型・保育所型・地方裁量型と４つのタイプがあるが、

本市は、幼稚園及び保育所等の施設・設備が一体的に設置、運営されている幼保連携型

である。 

 

● ṇ ṇ  

障がいのある人もない人も、地域の中で同じように生活を営める社会が普通の社会であ

るという考え方のこと。 

 

●  

広く公に（＝パブリック）、意見・情報・改善案など（＝コメント）を求める手続きの

こと。 

 

●ớỏỎỌ 

業務を効果的・効率的に行うための手法の一つ。計画（Plan）、推進(Do)、点検・評価

(Check)、改善(Action)の４つのステップからなる。 

 

● ṕ ṇ Ṗ 

自然災害による被害を予測し、その被害範囲を地図化したもので、予測される災害の発

生地点や避難経路、避難場所などの情報が地図上に図示されている。 

 

●  

観光などで訪れる人たちに対し、受入れ側の人々が気持ち良く接し、好ましい印象を与

えるなど、再び訪れたくなるような心のこもったもてなしのこと。 
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╛ 

╦ 

╠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

●ỠỔổ ṇ  

Uターン（生まれ育った故郷から都会へ移住した後、再び生まれ育った故郷に移住する

こと）、Iターン（故郷とは別の地域に移住すること）、Jターン（生まれ育った故郷から

都会へ移住した後、故郷にほど近い地方都市に移住すること）という3つの移住形態の総

称のこと。 

 

●  

幼児教育（幼稚園、保育所、認定こども園）から小学校教育への移行期間のこと。 

 

●  

地表近くの鉱物を掘り出す採掘方法のこと。 

 

● ṇ  

さまざまな立場の人々が集まって、自由に意見を出し合い、互いの考えを尊重しながら、

意見や提案をまとめ上げていく場のこと。 
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ỄḰ  

市民：市民参画  議会：市議会  庁内：庁内検討会議 

 

令和７年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和８年 

 

 

 

 

３月 

４月 

５月 

５月 

６月 

６月

７月 

７月 

７月 

７月 

８月 

11月 

12月 

12月 

12月 

１月 

１月 

 

 

１月 

１月 

１月 

１月 

 

 

１月 

２月 

 

２月 

２月 

 

３月 

５日 

１日 

26日 

29日 

11日 

25日 

11日 

22日 

23日 

29日 

29日 

20日 

23日 

25日 

26日 

８日 

16日 

 

 

21日 

22日 

28日 

29日 

 

 

29日 

３日 

16日 

９日 

９日 

20日 

10日 

 

～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～ 

 

 

～ 

庁内 

市民 

庁内 

市民 

市民 

市民 

市民 

市民 

庁内 

議会 

庁内 

庁内 

庁内 

庁内 

市民 

庁内 

市民 

 

 

市民 

市民 

議会 

市民 

 

 

庁内 

市民 

 

議会 

議会 

 

議会 

総合計画・総合戦略策定委員会（第１回） 

「まちづくりに関する意識調査（市民・歌志内学園生徒アンケート）」 

専門部会・合同部会（第１回） 

まちづくり市民会議（第１回） 

まちづくり市民会議（第２回） 

まちづくり市民会議（第３回） 

まちづくり市民会議（第４回） 

まちづくり市民会議による「提言書」市長への手交式 

専門部会・合同部会（第２回） 

行政常任委員会 

総合計画・総合戦略策定委員会（第２回） 

専門部会・合同部会（第３回） 

専門部会・合同部会（第４回） 

総合計画・総合戦略策定委員会（第３回） 

まちづくり講演会 

総合計画・総合戦略策定委員会（第４回） 

総合開発審議会（第１回） 

・総合計画第７次基本構想及び前期基本計画（案）、 

第３期総合戦略（案）について（諮問） 

総合開発審議会（第２回） 

総合開発審議会（第３回） 

行政常任委員会 

総合開発審議会 

・総合計画第７次基本構想及び前期基本計画（案）、 

第３期総合戦略（案）について（答申） 

総合計画・総合戦略策定委員会（第５回）（書面開催） 

パブリックコメント 

 

第２回臨時市議会において提案 

議案第５号審査特別委員会開催（計４回） 

 

第１回定例会において報告可決 
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ṕ15 1,500 ṕ ṖṖ 

ṕ  Ṗ 

ỉṌị  

    

   

 
 

 

 
  

DX  

Ḳ Ṋ DX 

 

 
  

 

Ḳ Ṋ Ṋ  

 

 

  

È ∏ǡ É 

≠╢  

È     ╔   É 

     

 

    

 

È ¤ É 

 

 
 

¤ ȋɜȚºȱ  

¤  

¤ȺȿɓȬȘȜɊɜȱÈ≥ É 

答申 諮問 

参画 依頼 
   

報告 

Ǳǔǘǂǽ 
 

提言 
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וֹ

 
 

ễḰ  

ṕ Ṗ 

 ḱ  ḱ  

ᵀ›ᶧ̱ 

( ˗ ͜  (ȇד

ⱷКᵀ›̝  ̝҇   қ  ὄ  

╛̝  ֝ ☻҇  Ʒ ᶽ  Ѹ 

ҥϐᶧ̱ ֻӔ ⱷК᷂Ӣ ֻ̝ ̝ᴣ  ῇ′  

̝ ᶧ̱ 
̝ ˲ 

ⱷК⁸ ̝ Ӳ ̝ 
˗ 

 
῎ Ὂ  

ỷ˲ᶧ̱ ⱷК⁸ỷ˲̝ Ӳ ̝ ˗  ῇ′ сἧ 

К̝ ֻ̝ ⱷК⁸ К̝ ֻ̝ ̝҇  Ƨ  ἳἱ 

ȅǨǬǖȑᶧ̱ 

ⱷКǱȅǶǙǵ̝ ̝   ›  ἱֶ 

ⱷК⁸ ᶽ  ̝   ʢ   

ἶ  ⱷК⁸ ̝ ̝   ὰ  ἱ  

◎会長  〇副会長 

 

 任  期 ： 令和７年６月１日～令和９年５月31日までの２年間 
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ỆḰ שּ  

ṕ Ṗ 

No.    

 ⱷКᵀ›̝  Ʒ ῇʴ  ⱷ 

 ɹ  ʴ′  ʝ 

 ⱷК⁸ ̝  ὰ   ἱ  

 Ӕ ͬ ↕ ⱷК ↄ    ̾ẞ 

 ⱷК ͛ᾯ  ˝ʣ  ἶ 

 ֻӔ ⱷК᷂Ӣ ֻ̝  ₳′  ˘ 

 ⱷК⁸ ̝ Ӳ ̝ Ƨ ṇ   ᴇ♁ 

 ⱷК⁸ỷ˲̝ Ӳ ̝  Ṋ  ἧ 

 ⱷК⁸ К̝ ֻ̝  Ẏᾶ  Қ 

10  ⱷК┴ Ӳ̝  қ   ἱʝ 

11  ⱷК⁸ȷɛɶɂӲ̝    ׅ  

12  ЏҹỖᴣ     

13  ЏҹỖᴣ    ˡ  

14  ЏҹỖᴣ  ʢ˝  ╧ 

15  ЏҹỖᴣ     

16  ЏҹỖᴣ  қ   ֲ 

17  ЏҹỖᴣ     

18  ЏҹỖᴣ  ′ ͒ἧ 

◎委員長  〇副委員長 
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וֹ

 
 

ỆḰ  
ỉ  

ỉ

ḱ

 

  

ễ  Ị Ṍ 12  

 Ị Ṍ 12  

 ễ Ṍ 

  

ṥ ểṦ 

 

 

 Ệ Ṍ 13  

ṇ  ễ Ṍ 22  

 Ệ Ṍ 22  

 56 Ṍ 

 Ỉ Ṍ 15  

 Ỉ Ṍ 15  

 ệ Ṍ 15  

 15 Ṍ 

ṕ Ṗ Ṍ 12  

ṕ Ṗ ỉ Ṍ 12  

 Ệ Ṍ 14  

 ỉ Ṍ 16  

 38 Ṍ 

 19 Ṍ 

 ễ Ṍ ỉ  

 Ỉ Ṍ Ị  

  

ṥ ỄṦ 

 

︢  

 

 Ệ Ṍ Ị  

ḱ ḱ

ṕ לּ ︡ ךּ 21Ṗ 
Ỉ Ṍ 17  

ḱ  Ỉ Ṍ Ị  

ךּצּ  Ỉ Ṍ 11  

ךּצּ  Ỉ Ṍ Ị  

 Ỉ Ṍ ị  

ṇ  

 
Ỉ Ṍ 11  

  

ṥ ễṦ 

טּ  

 תּ

 

ḱ  ỉ Ṍ 11  

 Ệ Ṍ Ị  

 Ệ Ṍ Ị  

ṕ Ṗ 31 Ṍ 

  

ṥ ỆṦ 

נּ  

 

 ệ Ṍ 10  
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ệḰ ṥ ︣ Ṧ  
 

ểḰ ṇ ︡ אל ךּ︡ נּ ṕ ṇ Ṗ 

将来の歌志内市のイメージとしてふさわしいと考えるもの（複数回答）は、「高齢者や障がい者

などすべての人が安心して暮らせる福祉のまち」が 59.6％で最も高く唯一半数を超えています。 

以下、「子どもを安心して生み育てられる子育て支援が充実した子育て応援のまち」が42.0％、

「事故や犯罪が少なく、災害に強い安全なまち」が33.9％などとなっています。 

年齢別にみると、20歳未満と50歳代以上は「高齢者や障がい者などすべての人が安心して暮

らせる福祉のまち」が最も高く、20歳代～40歳代では、「子どもを安心して生み育てられる子育

て支援が充実した子育て応援のまち」が最も高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ểḰ ︣ ṇ ṕ Ṗṕ ṇ Ṗ 

10年後の歌志内市の理想とする、歌志内市の将来像として、安全・安心、心、活気、自然、人

口増加、都会に分類でき、さまざまなキャッチフレーズがみられます。 

 
ṕ Ṗ 

ṕỈṖ 

 

 

UTASHINAI  

ḵḵ 

 

 

ṕễṖ 

 

 

 

ṕễṖ 

 

Ṍ Ṍ 

 

ṕỄṖ 
 

 

ṕỄṖ 
 

50Ṿḵḵ 

ṕỄṖ 
 

 

 

265 (59.6%)

187 (42.0%)

151 (33.9%)

144 (32.4%)

98 (22.0%)

74 (16.6%)

69 (15.5%)

62 (13.9%)

40 (9.0%)

40 (9.0%)

36 (8.1%)

26 (5.8%)

10 (2.2%)

8 (1.8%)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

n=445
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וֹ

 
 

ỄḰ שּ ṕ שּ Ṗ 

次期歌志内市総合計画及び第３期歌志内市デジタル田園都市国家構想総合戦略策定に向けて、

今後の歌志内市のまちづくりを進めるなかで、市民一人ひとりが目指す「まちづくりの将来像」

については、主に以下の意見が出されました。 

 
 

 

ṕ Ṗ 

                

            

 

 

 

 

 

 

 
ṕ Ṗ 

 

 

 

 

ṕ Ṗ 

¬ ṕ Ṗº  

 

 

 

ṕ Ṗ 

 

 

 

 

 

 

 

 
ṕ Ṗ 

   

 

 

 

ễḰ ︣ קּ ṕ Ṗ 

専門部会員は、まちづくり市民会議に参加し、市民と協働でワークショップを実施しました。 

まちづくり市民会議の内容を踏まえて、各部会で「目指すべきまちの姿」を検討しました。 

 

DX   

 

ṌSmile sharing Ṍ 

 ¬ º ¬ º 

Ṍ Ṍ 

 

 

Ṭ  

Ḳ( ) ( ) (

)  

Ḳ HOT  

Ḳ ṕ Ṗ  

Ḳ  
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ỈḰ וֹ ṕ שּ Ṗ 
まちづくり市民会議（市民18名、計４回開催）では、大きく「まちづくりの将来像」と「将来

像の実現に向けて必要な取組」についてワークショップを行いました。 

「将来像の実現に向けて必要な取組」は、４つの視点から以下が示されています。 

 

וֹ ṕ שּ Ṗ 

 ǝ ¤  

Ŷ 

¤ ǝǜ

כֿ ǡ

ǞǗƷǙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ù Ǟǝǖǒ ǚǵ ↨ǝǂ ǇǎǾǱǔǘǂǽƿ   Ú ǡ Ǟ ǽ ǳ¡ 

ùÔ ƿ Õǡ ǘǂǽȅ ǴǾ¡È ¥ǝȆǆǡ Ǟ ǊƷ  ǡ Ǟ ǊƷ

ǡȭȋºÉ 

ù Ǟ ȂǿǾּס ƿƵǾ ǡ Ǣ Ǜ   ƿ ǽǱǛǴ 

ù ǚǢ  ƻǣ  ǽǷ שׁ¤ ǡ  ȀǊזּ ǝǜ ǄǾɅɒɜȯȌȋ

ȅ ǔ ǅ 

ùɅɒɜȯȌȋǢ ǡ ╓ ȅǊǒƷ Ƿ   Ǣ ǡ ǚƵǽ 

Ǣ Ƿ  

 

 

ŷ 

כֿ ǡ 

ȰȡȨɔ

ǱǔǘǂǽǞ

ǗƷǙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ùȰȡȨɔּטǡ Ǟ ǄǙǢ  ǌǾǒǴǡ ƿ ╗ǚƵǽ  ǞȰȡȨɔ

ƿƷǝƷǛȰȡȨɔȅ ǚǀǝƷ¡ 

ù ǡ ȅ ǊǙ ȅ Ǌǒƹƻǚ  ǞȰȡȨɔȅ ǌǾǛ ǡ

ƿ ǱǿǾ¡ 

ù ƿℓƷ ǡ ǚǢ ȰȡȨɔּטƿ ǊƷǡǚ  ȅǌǾǆǛǚ ȯɕɘºȘǷ

Ǟ ǙƷǒǓǂǆǛƿּס ǛǝǾ¡ 

ùȰȡȨɔ ǚǢ  ƿ Ǟ ǊǒȰȡȨɔǞ ǌǾ ǷȋȲȹȍȟº 

ǚ Ǌǒ ╓ƽǆǊ ƾǼ Ǌ ǐǿǑǿƿ ǊǙ ǚȰȡȨɔ

ȅ ǞǌǾǆǛƿ ǚǌ¡ 

ùȰȡȨɔȅ ǌǾǆǛǞǻǖǙ   נּ ╔Ǚ ǡ   ǡ ƿ Ǜוֹ

ǊǙ ǅǼǿǱǌ¡ 

 

 

Ú

¤ ǞǻǾ ÈȭȋºÉ

ǽ ǲ ƿ§ֹו

∞

Ŧ

¤ ǽ ȅ ǔ ǅǾ

È ¤ ǝǜÉ
∞

ŧ

¤ ƿ

¤ǱǔǞ₲ È₲ É

ӡ

Ӣ

ӣ

Ӥ

¤ ƿ ǂֿכ Ǟ ǲ

ǄǼǿǾ

¤ ą

¤ ÈǆȆǝ ƿƷǱǌǻ¨É ą È ǝǜÉ

¤ȭȋºȺȬȚºȡǞ ǲ ǳ ąȭȋº

¤ǱǛǴǾ¤ ¤ ą

¤ƽ ƷǌǾ ą ¤ ǡɅɒɜȯȌȋȅǊǒƷ

È ╓ ȅǊǒƷ   ¤ É

¤ƽ ƷǊǙǵǼƹ ą ǡ

¤ ą or

¤ ƾǼǡ ƿ

¤

כֿ Ǟǆǡǻƹǝ ȅ ƻǾ ƿ ǔ ƿǾǆǛ

ŧ∞È ∞É

ȰȡȨɔ

¤ȰȡȨɔ ǡ
¤ȰȡȨɔȅ ǝǵǡǞ
¤ ǡȰȡȨɔּט
¤ȰȡȨɔǡ Ʒ ȅ

    ╓ƽǆǊ 
ȋȲȹȍȟº

¤ ╓ƽǆǊǡ Ø Ù
¤ȋȲȹȍȟºǡ

Ø ¤ Ù
¤ ǡ È נּ É

Ø Ù
¤

Ũ∞È ∞É Ŧ∞È ∞É

ȰȡȨɔ ǞǻǾ

¤ נּ
¤ ╔Ǚ ǡ
¤ ǡ ǡ

¤ ǡ ȅȰȡȨɔǚ
ÈșºșɔȾȒºɉÉ

¤ ȅȨȿɕȬȱǞ
¤ ȅǗǝǅǾǵǡȅȰȡȨɔǫ
¤ ╔Èȋȳɖșǡ É

¤ ȅ ƻǾ
¤ ǲǷǌǈƿȂƾǾ
¤ ╓ ƾǼ ǒ ȅ

¤  
¤ȯɕɘºȘ
¤ ǜǵ

¤ȯɕɘºȘ
ǐǡ ƾǼ

¤ ǜǵ ȅ
ȍɜȢȨetc

¤ ǡ ȅ ǀǆǳ
È ǡ É

¤ ȅ ƻǾ
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וֹ

 
 

 ǝ ¤  

Ÿ 

ǡ

ǡ ǞǗǝ

ƿǾǱǔǘǂ

ǽǞǗƷǙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ù ƿǱǍ ╗ǞƵǽ ǐǆƾǼ ǎǝ ǔȅ ƻǼǿǾ ǞǝǾ¡ 

ù ǟǱǚ ƾǛ Ǟ ǊǙƷǾ ǚ  ƿƵǾǆǛ  ǚÔ ǟǱǚ ¨Õƿ

ǡ ǞǝǖǙƷǾ¡ 

ù ǓǄǚǢǝǂǲȆǝƿ ǎǚƵǾǆǛƿ ǚƵǽ ȋɜȚºȱǞǻǖǙ  ╗

ǥǛǽǡ ȅ ǌǾǆǛƿ ǚƵǾ¡ 

ùȍɂɜȱǢ  ƿ ƻǾǀǖƾǄȅ ǖǒǽ ǘǂǽǡǀǖƾǄȅ ǾǆǛƿǚǀǾ¡ 

ù ƿ ǚƵǽǗǗ  ƿ ǄǌǾǻƹǝȞɆºȱǡ ƿ ǚƵǾ¡ 

 

 

Ź 

ǜǵǵ

ǵ ǵƿֿכ

Ǟ ǲ

ǄǙǵǼƹǒ

ǴǡǱǔǘǂ

ǽǞǗƷǙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ùÔ ǡ ƷǱǔǘǂǽÕÔ Ǜ ǡǗǝƿǽƿ ƷǱǔǘǂǽÕÔȜȢȺǡǻƷǱǔǘ

ǂǽÕǡŨǗǚ ǴǾǆǛƿ ¡ 

ùֿכ Ǣ ƿ ǼǿǙƽǽ  ǵ ǳǝƾǚ  ȅוֹ ǌǾǆǛƿ

ǚƵǽ SNSȅ ǖǙ ǲ ǄǙǵǼƹǒǴǡ Ǟ ǌǾǆǛƿ וֹ  

ù∙ּזǞ ǌ ǝǱǔǘǂǽǢ ŨǗǡ ǡǐǿǑǿƿ Ȃǈǽ ȅוֹ ǳ¡ 

¤ Ʒ ⱱ           ¤ ╔ǙȔȾȐǷ ╓ȔȾȐÈ ╔É 

¤ ǀּקǡɓȷɂºȠɐɜ     ¤ȰȍȞºȼȢǡ  

¤ ⌐ ǝȠɔȹº ȤɜȨº  ¤ƵƷǈǗ◖  

 

 

 

 

ȍɂɜȱ

Ð Ñ ǟǱǚ ¨
¤   Ʒą
¤ Ǟ ǎÈ ǼǿǾ ǷǽƿƷÉ
¤ ǂ
ƹכֿ¤

ȋɜȚºȱ

Ð Ñ ǊƷǀǖƾǄȅǗǂǾǒǴ
¤◖
כֿ¤ ǚǊƾǚǀǝƷȓɓȡȳɔ
וּ¤
¤ Ǧ
¤ȢȨɜɀɒɓº
¤ ǡ ǚǀǾ
¤ƽ Ʒ È É

Ð Ñ ǡּל ǡ
¤ǜȆǝ ƿǚǀǾ ƿƷǾǡƾ

ÈȅǷǖǙƷǒǓǄǾ¤ ǝǡƾÉ
¤ǷǽǒƷ
¤ǷǖǙǮǊƷ
¤Ȝɖȳ ǡ ǊǙǮǊƷȍɂɜȱ¤
¤ ǡȋɜȚºȱȅ ǴǾ È ÉǛ
ȘɓȢɇȢÈ ŧ É

ý

ý

ý

¤ Ǜ ǡ
ɅɒɜȯȌȋ

¤ ǡ
     ǆǜǵⱧ

¤ Ǜ
¤ɅɒɜȯȌȋ
ÈɇȬȪɜșǈǎǾ É

ǟǱǚ ¨

ɇȬȪɜș

נּ

ƽ Ʒ È É

ɇɒȦɜƿ
ǊǙǮǊƷ¡

ǡ ǚ
Ƶǿǣƽ Ʒ
ǚǀǱǌ

¤
¤
¤ȘɓȢɇȢȭɓº
¤ȋɜȚºȱȅ Ǿ
ą      

↨ƿ ƷǱǔ

ƈƃƈ

╔
ǡקּ

ɓȷɂºȠɐɜ

ǡקּ טּ

Ʒ ⱱ

ɅɒɜȯȌȋ

ӣ

ӡ

Ӣ

ӡ ǡ ƷǱǔǘǂǽ

Ӣ Ǜ ǛǡǗǝƿǽƿ ƷǱǔǘǂǽ

ӣ ȜȢȺǡǻƷǱǔǘǂǽ

וֹ

וֹ

וֹ

וֹ
ȰȍȞºȼȢ

ƵƷǈǗ◖

⌐
Ƞɔȹº

ȤɜȨº



 

 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


